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文 教 民 生 委 員 会 次 第 
 

                                      日時： 2021 年４月 13 日（火）９:30～ 

                                      場所： 第２委員会室 

１ 開          会 

 

２ 委員長あいさつ 

 

３ 自  己  紹  介 

  正副委員長 → 委 員 → 当 局（名簿順） → 事務局 

 

４ 協  議  事  項 

⑴  委員会所管事項の事務概要について ＜別紙事務概要＞ 

前半の部 

【市民生活部】 

市民課・生活環境課 

【健康福祉部】 

社会福祉課・高年介護課・健康増進課 

後半の部 

【地域コミュニティ振興部】 

生涯学習課・文化振興課・スポーツ振興課 

【教育委員会】 

教育総務課・こども教育課・こども育成課 

   

⑵  委員会重点調査事項について ＜別紙１＞ 

 

⑶  議会選出委員の補充選出について＜別紙２＞ 

    

⑷  その他  

 ア 席次の指定について ＜別紙席次案＞ 

 

５ 報 告 事 項 

⑴ 子育て支援総合拠点等整備構想について (教育委員会 こども育成課) 

 

６ そ の 他 

 

７ 閉         会 



【委　　員】

６名

【当　　局】

９名 11名

【事 務 局】 10名 14名

合計51名

スポーツ振興課長 池内　章彦

副 委 員 長 上　田　倫　久

委　　　員 青　山　憲　司

委　　　員 芦　田　竹　彦

2021.4.13

地域コミュニティ振興部長 幸木　孝雄 市民生活部長 谷岡　慎一

地域コミュニティ振興部参事 桑井　弘之 市民課長 惠後原孝一

生涯学習課長 大岸　和義 市民課参事 川崎　智朗

生涯学習課参事 旭　　和則 生活環境課長

職　 名 氏　　　　名

委　員　長 上　田　伴　子

職   名 氏　名 職   名 氏　名

委　　　員 伊　藤　　　仁

委　　　員 松　井　正　志

成田　和博

日高振興局 市民福祉課参事

城崎振興局 市民福祉課長 土岐　浩司文化振興課長 米田　紀子

竹野振興局 市民福祉課長 岡田　　貢文化振興課参事

西松　秩里

大谷　賢司

藤原　孝行

健康福祉部長 原田　政彦 教育次長 堂垣　真弓

社会福祉課長 宮田　裕史 教育総務課長 永井　義久

新文化会館整備推進室長 櫻田　　務

出石振興局 市民福祉課参事 午菴　晴喜

職   名 氏　名 職   名 氏　名

日高振興局 市民福祉課長 川端美由紀文化振興課参事 橋本　明宏

出石振興局 市民福祉課長 川口　雅浩

柏木　敏高

こども教育課参事

教育総務課参事 木之瀬晋弥

内海　忠裕

社会福祉課参事 土生田祐子

教育総務課参事 宇川　義和社会福祉課参事

健康増進課長 宮本　和幸 こども教育課参事 坂本英津子

健康増進課参事 村尾　恵美

高年介護課長 定元　秀之 教育総務課参事 大谷　康弘

高年介護課参事 和田　征之 こども教育課長 和田　晃典

議会事務局主幹兼調査係長 小崎　新子

こども育成課参事 山本加奈美

こども育成課参事 吉谷　孝憲

職   名 氏　名

健康増進課参事 三上　尚美

こども育成課長 木下　直樹健康増進課参事 武田　満之

こども育成課参事 吉本　　努

こども育成課参事 冨岡　　隆

こども教育課参事 惠後原博美

但東振興局 市民福祉課長

文 教 民 生 委 員 会 名 簿



 

文教民生委員会重点調査事項 
2020.11.16 

 

 

１ 福祉等の充実について 

      

   ２ 医療の確保について 

      

   ３ 環境衛生について 

      

   ４ 交通安全・防犯対策について 

      

   ５ 教育をめぐる諸問題について 

      

   ６ 子ども・子育て支援について 

      

   ７ 文化財の保護と伝統文化の継承について 

      

   ８ 生涯学習について 

 

   ９ 新型コロナウイルス感染症対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



委員の補充選出について 
【互選によるもの】 

名      称 員数 
選任等

種別 
氏   名 

豊岡市国民健康保険運営協議会

委員 
※委員の内から会長、会長代理を

選出 

４人 任命 

(会長代理）上田 倫久 

青山 憲司 

芦田 竹彦 

 

豊 岡 第 ２ 清 掃 セ ン タ ー 

管 理 運 営 協 議 会 委 員 
２人 委嘱 

青山 憲司 

松井 正志 

豊岡市パチンコ店等建築審査会

委員 
２人 委嘱 

伊藤  仁 

芦田 竹彦 

豊岡防犯協会役員 
 ※住所が旧豊岡市の委員 
 ※委員の中から副会長、監事を選

出 

２人 選任 
（副会長）上田 倫久 

（監 事）伊藤  仁 

豊岡市奨学生選考委員会委員 ２人 委嘱 
     松井 正志 

 

 

【職名によるもの】 

 
名      称 

選任等 

種別 

委 員 長 

⑴民生委員推せん会委員 委嘱 

⑵豊岡市青少年問題協議会委員 任命 

⑶豊岡市災害対策本部出席者 要請 

⑷豊岡市社会福祉協議会評議員 
委嘱 

(選任) 

⑸豊岡市功労者表彰審査委員会委員 要請 

⑹豊岡市子どもと心でつながる市民運動推進協議会会員 委嘱 

副委員長 ⑴民生委員推せん会委員 委嘱 
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午前９時２７分開会 

○委員長（上田 伴子） それでは、おはようござい

ます。定刻より少し早いですが、皆さんおそろいに

なりましたので、ただいまより文教民生委員会を開

会いたします。 

 今日はすごい風が吹いてて、春の嵐というか、何

かそんな感じなんですけれども、先般もちょっとコ

ロナのほうで新聞紙上でも出ておりましたが、豊岡

でも感染がまだ収まらないことになっております

ので、換気をしながらで、皆さんも十分気をつけて、

いろんな会議に臨んでいっていただきたいと思い

ます。文教民生委員会は、本当に幅が広いですけれ

ども、当局の皆さんと委員と協力しながら進めてい

きたいと思いますので、どうかよろしくお願いいた

します。 

 本日の当局職員出席者についてでありますけれ

ども、委員会室の密集をできるだけ軽減するため、

前半の部、市民生活部、健康福祉部、後半の部、地

域コミュニティ振興部、教育委員会の２つのグルー

プに分けて出席いただくよう要請しておりますの

で、ご了承ください。 

 また、本日は、全部署の事務概要の報告後、教育

委員会こども育成課から報告事項の申出があり、こ

れを許可しておりますので、ご了承願います。 

 それでは、協議に入りますまでに、今回は、新年

度当初の委員会であり、４月１日付の人事異動で当

局職員に異動がありましたので、ここで出席者の皆

さんに自己紹介をお願いしたいと思います。 

 まず、正副委員長、各委員、当局職員、最後に事

務局という順でお願いいたします。 

 なお、当局職員はマイクを使用し、お手元の名簿

順でお願いいたします。 

 委員の皆さんも、私もですが、なるべくマイクが

声を拾うようによろしくご協力をお願いいたしま

す。 

 まず、委員からですが、私は委員長の上田伴子で

す。どうかよろしくお願いいたします。 

 それでは、副委員長から。 

○委員（上田 倫久） 副委員長の上田倫久です。明

るく元気に前向きに頑張りたいと思います。よろし

くお願いします。 

○委員（青山 憲司） 委員の青山です。よろしくお

願いします。 

○委員（芦田 竹彦） 委員の芦田竹彦でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員（松井 正志） 松井正志と申します。どうぞ

よろしくお願いします。 

○委員（伊藤  仁） 伊藤仁です。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長（上田 伴子） それでは、どうぞ。 

○市民生活部長（谷岡 慎一） 市民生活部長の谷岡

です。どうぞよろしくお願いします。 

○市民課長（恵後原孝一） 失礼します。市民課長の

恵後原です。今年から市民課のほうでお世話になっ

てます。よろしくお願いします。 

○市民課参事（川崎 智朗） 市民課参事の川崎です。

よろしくお願いいたします。 

○生活環境課長（成田 和博） 生活環境課長の成田

でございます。よろしくお願いいたします。 

○城崎振興局市民福祉課長（土岐 浩司） 城崎振興

局市民福祉課長の土岐と申します。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○竹野振興局市民福祉課長（岡田  貢） 竹野振興

局市民福祉課長の岡田貢と申します。よろしくお願

いします。 

○日高振興局市民福祉課長（川端美由紀） 失礼しま

す。日高振興局市民福祉課長の川端美由紀と申しま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○日高振興局市民福祉課参事（西松 秩里） 失礼し

ます。日高振興局市民福祉課参事の西松秩里と申し

ます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○出石振興局市民福祉課長（川口 雅浩） 失礼いた

します。出石振興局市民福祉課長の川口と申します。

よろしくお願いいたします。 

○出石振興局市民福祉課参事（午菴 晴喜） 失礼い

たします。おはようございます。出石市民福祉課参

事の午菴といいます。この４月からお世話になって

おります。この委員会２回目ですが、部署が全然違
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います。よろしくお願いいたします。 

○但東振興局市民福祉課長（柏木 敏高） 失礼しま

す。但東振興局市民福祉課長の柏木敏高と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 健康福祉部長の原田

です。今までは４年間、社会福祉課でお世話になり

ました。引き続き、どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○社会福祉課長（宮田 裕史） おはようございます。

社会福祉課長の宮田裕史と申します。どうぞよろし

くお願いいたします。 

○社会福祉課参事（土生田祐子） 社会福祉課参事の

土生田と申します。今年からこども未来応援係とい

う係長も兼務しておりまして、どうぞよろしくお願

いいたします。 

○社会福祉課参事（大谷 賢司） 社会福祉課参事、

大谷でございます。よろしくお願いします。 

○高年介護課長（定元 秀之） 高年介護課長の定元

です。文教民生委員会は今年で５年目になりますが、

健康福祉部は初めてです。よろしくお願いします。 

○高年介護課参事（和田 征之） 高年介護課参事の

和田征之と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 健康増進課課長の宮

本です。よろしくお願いします。 

○健康増進課参事（村尾 恵美） 失礼いたします。

健康増進課参事の村尾と申します。よろしくお願い

いたします。 

○健康増進課参事（三上 尚美） 失礼いたします。

健康増進課参事の三上と申します。よろしくお願い

いたします。 

○健康増進課参事（武田 満之） おはようございま

す。健康増進課参事の武田といいます。ハートリー

フ推進室のほうを担当させていただきます。よろし

くお願いします。 

○事務局主幹（小崎 新子） 議会事務局の小崎と申

します。今年度から文教民生委員会の担当をさせて

いただきます。どうぞよろしくお願いします。 

○委員長（上田 伴子） 自己紹介は終わりました。 

 それでは、４番の協議事項に入らせていただきま

す。 

 （１）の委員会所管事項の事務概要について、ま

ず、当局から部単位で一通りの説明を受けた後、各

委員から質疑等を行っていただきます。 

 本日は、あくまでも事務概要の説明であります。

また、時間が限られておりますので、当局説明及び

委員からの質問は、要点を押さえて簡潔明瞭にお願

いいたします。 

 なお、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用し、発言の最初に課名と名字をお願いい

たします。 

 それでは、当局からページ順で説明をお願いいた

します。 

 それでは、市民課恵後原課長。 

○市民課長（恵後原孝一） それでは、市民生活部の

ほうから事務概要を説明させていただきます。 

 市民課の重点事項は３項目上げてございます。 

 １０ページをご覧いただけますでしょうか。１０

ページです。１項目めは、国民健康保険事業の安定

的な運営についてです。 

 現況と課題ですけれども、国民健康保険事業のほ

うは、国民皆保険体制の基幹的な制度として役割を

担っています。国保の財政状況につきましては、医

療技術の高度化や被保険者の高齢化等によりまし

て、１人当たり医療費が年々増加傾向にあり、低所

得者層や高齢者層が多いという加入構造の影響も

あり、厳しい状況にあります。このような中、２０

１８年度から兵庫県が共同の保険者となる県単位

化が始まりましたが、国保税の賦課総額及び税率の

ほうは本市で設定しますので、本市の国保事業の健

全で安定した運営を図るためには、より一層の経営

努力が必要になっております。 

 基本方針は、例年と同様で３つございます。１つ

目は、国保運営協議会の答申の趣旨を尊重しながら、

健全運営に努めること。２つ目は、国保税の収納向

上及び負担の公平を確保するため、徴収部門の税務

課と連携し、滞納対策に努めること。３つ目は、健

康増進課と連携を密にし、特定健診等実施計画の着

実な推進を図っていくこととしています。 
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 続いて、概要ですが、記載の６点に取り組みます。

主なものとしましては、１つ目、医療費の的確な動

向把握に努めます。前年度の１人当たりの医療費は

対前年度比１．５％減の見込みですけれども、受診

控えがあってか、僅かに減少しましたが、従前から

１人当たりの医療費は増加傾向にあることから、兵

庫県に支払う納付金に影響することとなる医療費

の動向には今後も注視していきます。 

 次に、医療費の適正化につきましては、これまで

と同様に、診療報酬明細書の点検等を継続実施して

いきます。 

 また、４点目になりますが、特定健康診査の受診

向上と特定保健指導の充実を図り、生活習慣病等の

リスク予防や早期の発見、重症化の予防につなげる

とともに、この次の５点目にありますように、国保

データシステムを活用した医療費分析を行って、医

療費の適正化を図っていきます。 

 ６点目です。コロナ禍の時節柄、感染した被保険

者に対して、傷病手当金を適切に給付することとし

ております。 

 続いて、１１ページをご覧ください。２点目とし

ましては、マイナンバーカードの取得推進です。 

 最初に、状況と課題ですが、マイナンバー制度に

ついては、２行目に記載のとおり、行政を効率化し、

国民の利便性を高め、公平公正な社会を実現する社

会基盤としてスタートしております。そして、マイ

ナンバーを提示することにより様々な行政手続が

便利になっております。しかし、マイナンバーカー

ドの普及は、本市または全国的にも低迷しておりま

して、２０２１年２月末時点の交付枚数率は、記載

のとおり、全国が２６．２４％、本市が少し下がり

まして２１．９５％です。 

 なお、３月末の交付枚数率が確定しましたので、

ご報告させていただきます。全国のほうが２８．２

３％です。本市のほうは２４．６３％となっており

ます、２４．６３％です。国は、２０２３年３月末

には、全国のほぼ全てが所有することを想定する全

体スケジュールを策定しています。 

 次に、基本方針です。国が策定した全体スケジュ

ールに基づいて、策定しましたマイナンバーカード

交付円滑化計画によりまして、交付体制の整備や普

及推進に計画的に取り組んでいきます。 

 続いて、概要です。まず１つ目として、交付体制

強化として、マイナンバーカード交付事務専任の職

員を、本庁の市民課と日高振興局の市民福祉課のほ

うに配置しています。 

 ２つ目として、平日の開庁時間内に申請に来庁で

きない方のために、豊岡市内に拠点を置く企業や団

体等に出張申請受付を実施します。このことによっ

て、市民の方が来庁する必要をなくします。なお、

昨年度は７団体、１５１人の方の出張申請受付を行

いました。 

 ３つ目として、平日の開庁時間内にカードの受け

取りに来庁できない方に対しまして、昨年４月から

本庁市民課において、事前予約のあったカード受け

取りのみですけれども、毎週木曜日を午後７時まで

窓口開庁時間を延長しております。 

 ４つ目として、同じく昨年４月からですけれども、

本庁市民課において、こちらも事前予約のあった方

のカード受け取りのみですけれども、毎週第２土曜

日とその翌日の日曜日の午前９時からお昼まで開

庁をしております。なお、昨年度の交付実績ですけ

れども、木曜日の分では１４５人、土日曜日の分に

つきましては１８７人の方に交付を行っておりま

す。 

 最後に、事業期間のほうは２０１９年度から２０

２２年度としています。期間は国の全体スケジュー

ルに合わせていますので、今後の普及状況によって

は変更があります。 

 長くなりますが、続いて、１２ページをご覧くだ

さい。乳幼児等・こども医療費の助成です。 

 最初に、現況と課題ですが、本市の乳幼児等及び

こども医療費助成制度につきましては、兵庫県の福

祉医療制度に基づき、保険診療の自己負担の一部を

助成しております。しかし、近年、貧困の世代間連

鎖が問題となっておりまして、生活困窮世帯の医療

費の支払いが課題の一つとなっています。 

 基本方針ですけれども、乳幼児等・こども医療費
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の現行の制度を記載しています。昨年と変更があり

ませんので、ご清覧ください。 

 最後に概要です。１つ目として、乳幼児等・こど

も医療費助成制度の現状です。今年度においても、

基本方針に記載の内容のとおり助成を行います。今

年度予算額として、乳幼児医療につきましては９，

４００万円、こども医療については３，０４０万円

を計上しております。 

 続いて、２の助成拡充です。生活困窮世帯におけ

るこどもの貧困対策として、本年７月から、非課税

世帯のゼロ歳から中学校３年生までのこどもの外

来受診に係る医療費を無料とします。予算額につき

ましては記載のとおりです。 

 長くなりましたが、以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○生活環境課長（成田 和博） 生活環境課からは３

点、事業についてご説明させていただきます。 

 １３ページをご覧ください。まずはごみの減量化

事業です。 

 昨年度にクリーンパーク北但で処理した豊岡市

のごみ量は２万６，２１８．９２トンであり、一般

廃棄物処理基本計画で掲げた目標値を若干上回っ

ていますが、総量では前年度と比べたら下回ってい

ます。ごみ量の内訳は、対前年度で家庭系がマイナ

ス８６．６０トン、事業系がマイナス５００．３４

トンであり、全体でマイナス５８６．９４トンの減

少となっています。これにつきましては、コロナウ

イルス感染症に伴う緊急事態宣言等の影響を受け

て事業活動等が停滞し、ごみ量が減少したことの影

響だと考えています。 

 循環型社会の構築に向けて、さらなるごみの減量

化、分別、再資源化を推進するなど、市民や事業者

の意識を高める必要があります。特に再資源化が可

能な古紙やアルミ缶などは、資源回収事業、いわゆ

る廃品回収ですが、これらを活用いただき、ごみで

はなく、資源として再資源化する意識を持っていた

だく啓発を推進してまいります。 

 生ごみの関係ですが、生ごみの約８０％は水分と

言われております。生ごみの減量を目指すため、引

き続き水切り運動を展開してまいります。 

 また、食品ロス対策としては、家庭から発生する

食品ロスも多いとされていることから、削減の啓発

を図るとともに、３０１０運動を消費者、事業者双

方へ周知を促し、生ごみの減量に努めてまいります。 

 また、不法投棄の防止やクリーン作戦の充実にも

引き続き努めていくこととしています。 

 使い捨てプラスチック製品の排出抑制ですが、こ

れらを進めるため、マイバッグ持参運動に取り組み

ます。さらに、プラスチックごみの削減の在り方に

ついて検討を進めてまいります。 

 １４ページをご覧ください。消費者行政活性化事

業です。 

 新たな手口で高齢者を狙う詐欺や悪質商法の事

案が発生しており、昨年度は市消費生活センターに

６１１件の相談が寄せられています。消費生活トラ

ブルを解決し、消費者被害を防止するために、相談

員のレベルアップ等による相談体制の強化に努め

るとともに、効果的な啓発に取り組む方針としてい

ます。 

 今年度の主な取組としましては、１にありますよ

うに、市消費生活センターの相談員を引き続き３名

配置し、相談体制を確保いたします。 

 ４の出前講座につきましては、これまで詐欺被害

の防止を重点にして取り組んできましたが、一昨年

度からエシカル消費、倫理的な消費のことなんです

が、これについても引き続き啓発してまいります。 

 ５の中学１年生を対象にした講座は、インターネ

ットに係るトラブルの防止をテーマに、全ての中学

校で実施することを予定しています。この講座の中

で成年年齢の引下げの注意点についても啓発して

いく予定です。 

 ８の弁護士による無料法律相談会については、豊

岡市内の弁護士による相談会を３回実施いたしま

す。 

 その他、前年に引き続き相談員のレベルアップや

啓発事業の実施など、安全・安心な暮らしを確保す

る取組を進めることとしております。 

 １５ページをご覧ください。環境施策の総合調整
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です。これにつきましては、コウノトリ共生課から、

今年度から生活環境課のほうに事務が移管された

ものでございます。 

 毎年、環境基本計画に基づいた環境報告書を作成

していますが、これについては例年どおり成果に係

る調査を行い、環境審議会委員の皆様に客観的に評

価をいただき、取りまとめを行っております。 

 地球温暖化防止対策ですが、本市では、地球温暖

化対策実行計画で、２０３０年度までに二酸化炭素

を２０１３年度比で２８．１％削減する目標を掲げ

ていますが、昨今の社会情勢、国内の動きを鑑み、

本年３月定例会の市長総括説明において、２０５０

年までに二酸化炭素排出実質ゼロを宣言し、この４

月に生活環境課内に地球温暖化防止対策室を設置

し、推進体制を整えたところです。 

 なお、本年度、環境省の補助事業を使いまして、

再生エネルギー導入戦略を策定する予定としてお

ります。これまで行ってきました大規模太陽光発電

所の管理運営、住宅用太陽光発電システム設置支援、

それから木質ペレット、まきを利用するストーブ、

ボイラー設置支援に、事業用太陽光発電システム設

置支援を追加し、地球温暖化防止対策に係る省エネ

推進等の普及啓発を進めてまいりたいと考えてお

ります。今後も県の地球温暖化防止活動推進委員、

地球温暖化防止コミュニケーターの方々と連携し

ながら、ごみの減量、自然エネルギーの活用、一人

一人の省エネルギー行動などを通じて、二酸化炭素

の削減を図ってまいりたいと考えております。 

 その中にございます、３の（２）のプラスチック

ごみ削減対策実行計画の策定についてです。これに

ついては、事業者、消費者、学生などによる実行計

画策定委員会において協議を進めています。３月に

会議を開催し、本年度中の策定を予定しています。

計画策定に際しましては、現状を把握するために、

河川、海岸のごみの現状調査をすることや、市役所

内でのプラスチックごみの削減方法の検討、これま

で行ってきたマイバッグ持参運動も引き続き啓発

等を進め、プラスチックごみの排出抑制、使用抑制

を進める取組の構築に努めてまいります。 

 市民生活部の説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明について、質疑、意見等あればお

願いします。委員の皆さん、何かありませんか。 

 青山委員。 

○委員（青山 憲司） ちょっと１点だけ、現在の状

況を教えてください。国民健康保険事業と、それか

らマイナンバーカードなんですけども、国保の、ど

ういうんですか、診察券っていうんか、マイナンバ

ーカードとの連携っていうのが、これ言われてるん

ですけども、この辺りの進捗状況をちょっと教えて

いただけますか。マイナンバーカードを私もこの前

やっと取ったんですけども、これから病院にかかっ

たりするときに、今のマイナンバーカードで、いつ

頃からそれが使えるようになるんかとか、そういっ

た今のマイナンバーカードと、そういった行政サー

ビスの連携手続の状況について、ちょっとスケジュ

ール的なものが分かれば教えていただきたいと思

います。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○市民課長（恵後原孝一） 国のほうからは、この４

月から始めるって言ってたんですが、実際のところ

は遅れておりまして、１０月からを予定していると

いうふうに聞いております。具体的なことはまだち

ょっと何も通知がないので、分かりませんけれども、

１０月からというふうな見込み、想定の中で動かれ

ているようです。以上です。 

○委員（青山 憲司） 分かりました。そうしたら…

…（「早速」と呼ぶ者あり）具体的な予定が分かり

ましたらまた教えていただきたいと思います。よろ

しいです。 

○委員長（上田 伴子） ほかはありませんか、よろ

しいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、続いて、健康福

祉部、説明をお願いします。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○社会福祉課長（宮田 裕史） 社会福祉課より３件

の事業につきましてご説明をさせていただきます
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が、私、宮田のほうから２件、まず説明させていた

だきます。 

 お手元の資料１６ページご覧いただきたいと思

います。豊岡市地域福祉計画の策定ということです。 

 現況と課題といたしまして、こちら、社会福祉法

第１０７条の規定に基づきまして、豊岡市地域福祉

計画を２０１７年３月に策定いたしております。こ

ちらの計画期間が２０２１年度末をもって終了す

ることから、今年度中に次期計画を策定し、地域福

祉の推進を図るということを考えております。なお、

計画策定に当たりましては、本市の行政計画と豊岡

市社会福祉協議会の行動計画を一体的に策定する

ということで、現在、社会福祉協議会と共同で策定

を進めさせていただいております。 

 基本目標といたしましては、２０１６年度に策定

した現計画と同様、住民の主体的な地域づくり、総

合的な相談支援体制づくりを基本目標としたいと

考えております。 

 基本方針といたしましては、１、包括的な支援体

制の構築を図る。２、地域共生社会の実現に向けた

体制整備を図る。３、各分野別福祉計画の上位計画

である地域福祉計画の特性を明確にする。４、コロ

ナ禍で浮き彫りになった地域課題等に対応すると

しております。 

 概要といたしまして、計画期間ですが、２０２２

年度から２０２６年度の５年間を考えております。 

 策定体制といたしましては、学識経験者、地域団

体の代表者、公募市民等、合わせて１７名で構成す

る策定委員会を設置し、計画の策定に関し意見を聞

いて、進めていきたいと考えております。また、作

業部会も設置しまして、市の関係課及び社会福祉協

議会の担当者等で構成します作業部会において、策

定委員会に提示します計画素案並びに必要な資料

作成を行っていきたいと考えております。また、市

民の方々にも、一緒に計画を推進していただくため

にもご意見を聞くということで、ヒアリング調査で

ありますとかパブリックコメントの実施を行って

いきたいと考えております。 

 ３、スケジュールといたしまして、４月から７月

にグループインタビューをしたり、また策定委員会

の中で、計画骨子を策定していきたいと考えており

ます。また、１月から２月にパブリックコメントが

実施できるように、１２月に向けて計画案を策定し

ていきたいというふうに思っております。３月には

計画ということで、また委員会のほうを、また市民

の皆様にご提示できればというふうに考えており

ます。 

 続きまして、１７ページをご覧いただきたいと思

います。豊岡市障害者福祉計画の推進であります。 

 現況と課題といたしまして、こちらの計画につき

ましては、障害者の福祉に関する基本的施策を定め

た障害者計画と、障害福祉サービスや障害児通所支

援等の提供体制の確保に係る目標等を定めた障害

福祉計画第６期になりますが、それと障害児福祉計

画第２期、この３つの計画を併せたものを２０２０

年度に策定をさせていただきました。今後、各計画

で定めました施策や成果目標の達成に向けまして

取組を進めていきたいというふうに考えておりま

す。 

 豊岡市障害者福祉計画で定めた施策内容や成果

目標につきましては、非常に多岐にわたりますけれ

ども、その中でも２０２１年度につきましては、喫

緊の課題であります次の項目について重点的に取

り組みたいと考えております。一つといたしまして

は、障害のある方の雇用でありますとか就労機会の

拡充、もう一つが福祉人材の育成、確保を考えてお

ります。 

 概要となりますけれども、障害者の雇用、就労機

会の拡充といたしましては、障害者自立支援協議会

を中心といたしまして、障害者就業・生活支援セン

ターや就労系障害福祉サービス事業所と連携いた

しまして、超短時間雇用やＩＣＴの活用などにより

まして、多様な働き方を推進できたらなというふう

に考えております。 

 また、福祉人材の育成、確保ということですが、

相談支援やケアマネジメントなどに携わる福祉人

材の育成確保に努め、特に障害のある方々の地域生

活を支える根幹となる相談支援を担う人材の育成
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確保に努めてまいりたいと思っております。この人

材の育成や確保に当たりましては、障害者自立支援

協議会を中心といたしまして、高齢者や障害者も支

援者として活躍できる取組も検討をしていきたい

と考えております。 

○社会福祉課参事（土生田祐子） 続きまして、社会

福祉課、土生田より説明をさせていただきます。子

どもの貧困対策の推進ということです。 

 現況と課題としまして、意欲や自制心、忍耐力な

ど、非認知能力に課題のある子供に対して、それを

向上する取組を進めてまいります。 

 ２番目として、困り事や悩み事があるにもかかわ

らず、ＳＯＳを出せずに地域から孤立して支援を受

けられない親や子どもがいるということで、早期発

見ということの支援を進めてまいります。 

 ３番目として、母子家庭等は非正規雇用率が高く、

世帯収入が低い傾向にありますので、就労支援を進

めてまいります。 

 ４番目として、子どもの生活が整えられない、子

どもとの関わり方が分からない親がいるという中

で、基本的な生活習慣づくりや子どもとの関わりに

関する親への支援を進めてまいります。 

 基本方針としましては、子どもの将来がその生ま

れ育った環境によって左右されることのないよう

に、貧困の状況にある子どもが健やかに育成される

環境を整備するため、子どもの貧困対策を推進しま

す。 

 概要といたしまして、現状と課題にかぶるんです

けれども、具体的には１番の非認知能力に対しまし

て、（１）のひとり親家庭文化芸術鑑賞支援事業の

実施ということで、演劇ワークショップであったり

とか放課後がんばりタイムについて、こども教育課

が担当します。 

 ２番目、相談の、子どもの早期発見と支援になり

ますが、（１）として、気づきシートを小・中学校

に導入するということで、以前まではそれ以外の子

どもさんに対してやっておりましたけれども、小・

中学校にも導入することになります。 

 ３番目、ひとり親の非正規雇用者に対する重点支

援ですけれども、（１）としてステップアップセミ

ナーの実施、（２）として就労支援個別相談の実施

を進めてまいります。 

 ４番は、子どもの生活習慣づくり、子どもとの関

わりに関する支援ですけれども、（１）睡眠記録表

を活用した睡眠教育の、眠育ですね、の実施です。 

 参考といたしまして、上記以外の重点取組、こど

も医療費の助成拡充は、先ほど市民課がおっしゃっ

たとおりになります。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○高年介護課長（定元 秀之） 高年介護課からは２

項目説明をいたします。 

 １９ページをご覧ください。１項目めは、介護保

険事業の円滑な推進についてです。 

 最初に、現況と課題です。本市の高齢化率、６５

歳以上の人口の割合ですが、２０２１年２月１日現

在で３３．４％であり、兵庫県の平均２９．０％を

大きく上回っております。また、介護や支援を必要

とする要支援、要介護認定者数は２０２１年３月末

現在で４，９８３人と、前年同期に比べ１５人増加

しております。今後、団塊の世代の方が７５歳の後

期高齢者となる２０２５年度には、要支援、要介護

認定者のさらなる増加が見込まれるため、高齢者が、

介護や支援が必要な状態になってもできる限り住

み慣れた地域で生活できるよう、医療や介護などが

一体的に提供される地域包括ケアシステムの推進

が重要となってきます。ちなみに今年度の保険給付

予算額は、過去３年間の給付実績から算出した結果、

８９億８４９万９，０００円となり、前年度予算額

に比べ２．３％減少しております。 

 次に、基本方針ですが、今年度は昨年度末に策定

しました豊岡市老人福祉計画・第８期介護保険事業

計画の初年度に当たり、「みんなで支え合い 笑顔

あふれる まちづくり」を基本理念とし、地域包括

ケアシステムの推進の実現を目指して、介護保険料

などの財源の安定確保、要介護認定及び介護給付の

適正化、生活支援・介護予防サービスの充実、強化

等に取り組み、介護保険事業の円滑な推進を図って
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まいります。 

 最後に、概要です。概要としましては、先ほども

説明しました豊岡市老人福祉計画・第８期介護保険

事業計画、これは２０２１年度から２０２３年度ま

での３か年計画の推進であります。 

 １の計画の推進は、基本方針で説明したとおりで

あります。 

 ２の計画の検証ですが、（１）として、各事業の

進捗状況の確認を行い、（２）として、今後、新た

に計画推進委員を任命し、第８期の計画推進委員会

を２０２２年３月に開催いたします。（３）として、

委員会において状況説明、各委員の意見等を聞き、

事業の評価、公表を行います。公表内容については、

ホームページでお知らせします。 

 私からの説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○高年介護課参事（和田 征之） 引き続き高年介護

課から事業概要についてご説明申し上げます。 

 １枚めくっていただいて、資料の２０ページをご

らんください。 

 まず、現況と課題についてでございます。今後も

高齢化社会が進むことが予想され、介護保険事業に

おけるサービスの提供だけでは高齢者の日常的な

生活支援が十分であるとは言えません。虚弱、閉じ

こもりなど、介護保険制度に結びつかない高齢者に

対しても、切れ目のない支援が必要だと考えており

ます。また、福祉、医療、介護における専門職の担

い手も不足することから、地域におけるに担い手や

資源を使って継続的に支えられる仕組みが求めら

れていると考えております。 

 基本方針でございます。昨年と一緒でございます

が、高齢者ができる限り住み慣れた地域で自分らし

い暮らしが続けられるよう、介護予防や生活支援施

策、認知症施策に取り組んでいきたいと思っており

ます。 

 事業概要についてでございます。この基本方針に

基づきまして、２つの大きな項目を上げております。

１つ目です。介護予防・生活支援体制の整備。２つ

目として、認知症総合支援事業の推進でございます。

主なものをご説明申し上げます。 

 介護予防生活支援体制の整備についてでござい

ます。（１）でございます。平成３０年度、２０１

８年度から事業を始めました、一人暮らし高齢者等

安心・見守り活動も４年目に入りました。さらに多

くの行政区に取り組んでいただくよう、協力依頼を

行っていきたいと思っております。 

 次に、２の認知症総合支援事業の推進でございま

す。（１）でございます。普及、啓発の推進という

ことで、市民が認知症の正しい知識と予防について

学べるよう、認知症サポーター養成講座を開催した

いと思っております。 

 （２）でございます。これまでから、地域包括支

援センターが認知症相談センターとして市民から

の認知症に関する相談に対応していただいており

ます。平成３０年度には認知症初期集中支援チーム

を設置し、対象者がスムーズに医療機関での受診や

サービスを受けられる体制づくりを進めていると

ころでございます。 

 （７）でございます。協力事業者や地域で見守る

人を増やし、行方不明の情報が速やかに関係者に伝

わり、早期に発見できるような体制を整備している

ところでございます。 

 私からは以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） では、２１ページを

ご覧ください。健康増進課からは３点上げさせてい

ただいてます。私からは保健事業、健康増進事業の

推進と歩いて暮らすまちづくりの推進の２点を説

明いたします。 

 まず、１点目、保健事業、健康増進事業の推進に

ついてです。 

 現況と課題については、健診や健康相談などを実

施することにより、健康づくりの意識啓発や知識の

普及を図ることによって、生活習慣病予防やフレイ

ル予防など、健康づくりの推進を図る必要があると

しています。 

 基本方針は、個人の健康づくりへの取組が家庭や

地域、職場などに広がり、市全体の元気につながる
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ことを目指し、施策を推進するとしています。 

 概要についてですが、今年度から新たに実施する

ものや変更のあるものを説明いたします。 

 １の１は新規ではありませんが、産前産後サポー

ト及び産後ケア事業の対象期間を、産後６か月から

産後１年ということで延長しております。 

 １の２、不妊治療ペア検査助成事業ですが、夫婦

で早期に不妊治療を開始していただくインセンテ

ィブとして、検査費用の一部を助成しようとするも

ので、本人は３割負担、あとの７割を市と県で２分

の１ずつ負担することになります。 

 ２の１、新型コロナウイルス感染症ワクチン接種

についてですが、まず、市が実施する高齢者分につ

きましては、４月２７日の火曜日に接種券や予診票

などを発送しまして、５月８日土曜日から接種を開

始する予定にしております。 

 ３の１、がん患者アピアランスサポート事業です

が、がん治療により外見変化があった方に対し、医

療用ウイッグなどの補正具の購入費用の一部を助

成しようとするもので、本人は２分の１、市が４分

の１、県が４分の１を負担することとしております。

なお、補正具ごとにこの助成額の上限を設けており

ます。 

 次、３の２、骨髄等の提供を完了した方への助成

ということですが、公益財団法人日本骨髄バンクが

実施する骨髄バンク事業において、骨髄等の提供が

完了した方に対し、要した日数１日につき２万円を

助成しようとするもので、市と県で２分の１ずつ負

担することになります。なお、日数の上限は１０日

としております。 

 次に、４の１、健康行動計画策定ですが、第２次

豊岡市健康行動計画の中間評価を２０２２年度に

行うため、今年度は住民意識を調査するため、市民

アンケートを行います。 

 続きまして、２２ページをお願いします。歩いて

暮らすまちづくりの推進についてです。 

 現況と課題については、健康に関心のある市民だ

けでなく、関心のない市民も楽しみながら健康づく

りに取り組むという視点を持った総合的なまちづ

くりが必要であるとしています。 

 基本方針は、健康リスクが高い方への施策と併せ

て、ハイリスク予備軍への施策を強化することで社

会全体の健康度を上げます。また、誰でも取り組め

る簡易な手法で市全域に自主的な健康づくりを浸

透させるため、スロー筋トレを核とした健康運動教

室の玄さん元気教室と、あと、歩キングを柱に運動

習慣の拡大を図ります。 

 概要についてですが、今年度から新たに実施する

ものや変更のあるものを説明いたします。 

 まず、３の１、運動健康ポイントシートの普及と

いうことで、地域コミュニティとの連携ですが、ポ

イントシートの配布先に地域コミュニティを追加

することにより、地域コミュニティでもポイントシ

ートの周知がお願いできればと考えています。それ

と、シートの回収については、希望される地域コミ

ュニティについて、シートの周知と記載事項の確認

をお願いし、１通１００円の委託料をお支払いする

ことにしています。これによって、コミュニティの

ほうでも、いろいろシートの周知が図っていただけ

るのではないかなと考えております。 

 次、３の２のとよおか歩子、スマートフォンアプ

リの普及ですが、昨年実施した利用者に対するアン

ケートで、どの歩数でも１ポイントでは魅力がない、

あと、目標を上げようと思わないというような意見

がありましたので、参加者のモチベーションアップ

による歩数の増加を誘発するために、付与ポイント

を見直しております。３，０００が１ポイント、６，

０００が１．５、９，０００が２ポイントというふ

うに変更をしております。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課参事（武田 満之） 私のほうから、事

務概要の２３ページのほうをご覧ください。ハート

リーフ推進室で担当しております、結婚支援事業の

推進について説明をさせていただきます。 

 基本方針としましては、結婚したいと思う人が結

婚できるように、若者が集い、交流する場や機会を

増やしながら、交際や結婚に向けた支援を行ってい

きたいと考えております。 
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 事業としましては、これまでどおり、はーとピー

やお見合いなどの事業を継続的に実施することと

しております。今年度の新しい動きとしましては概

要の６番、若者独身者交流事業があります。婚活事

業にはちょっと少し敷居が高いと感じておられる

参加しない層をターゲットにしまして、カップリン

グを行わない交流の場を企画運営することとして

おります。企画運営に当たりましては、はーとピー

企画委員会、はーとピー協力委員に協力いただいて、

若者自身の手による交流事業を推進して、気軽に来

ていただけるような環境をつくっていきたいとい

うふうに考えております。以上でございます。 

○委員長（上田 伴子） 終わりましたか。 

 以上で説明は終わりました。 

 ただいまの説明について、何か質疑、意見等あれ

ばお願いいたします。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっといいですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっと教えてください。健

康増進課で不妊治療のペア受診検査助成というの

があったと思いますが、これ、たしか私も質問した

ことがあったんだけど、この不妊治療に関しては２

２年度から保険適用ということになってて、２１年

度にペアのこの検査事業というのを、本人は３割負

担って先ほど言われましたか、という理解でいいん

ですか。暫定という形での助成かということが、そ

れ１点と。 

 それから２点目に、医療用ウイッグがありました

ね。ウイッグ、今年から適用になったんだと思うん

だけど、この助成率が、補助率が２分の１で県と市

が４分の１ということでさっき聞きました。上限を

設定してるって、この上限の金額をちょっと教えて

ください。この２点。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） まず、１点目の不妊

治療ペアの検査助成事業ですが、暫定ということで

はなく、この検査の補助の対象になるのが、保険適

用外のものについて補助しようとしているもので

す。ですので、保険適用外ですので、本人さんが１

０割負担、そのうちの７割の分を豊岡市と県で補助

するというようなものになります。 

 次に、サポート事業ですが、まず、医療用ウイッ

グについては助成の上限が５万円、それから、乳房

補整具というもので下着と人工乳房とあるわけで

すが、補整下着については上限が１万円、次に、人

口乳房については助成の上限が５万円としており

ます。以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） ありがとうございます。 

 ウイッグのほうの助成が、金額言っても分からへ

んよな、これ。見積りを多分取ってとか何かで、大

体、一律１０万円を想定してるという見解なんでし

ょうかね。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） このウイッグに関し

ては、確かにオーダーとか、フルオーダーとか、い

ろいろなケースによって金額がかなり違います。基

本的な１０万円ぐらいのところ、基本的な金額のと

ころで助成するというふうになっております。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっとしつこく、ごめんね、

何回も聞いて。 

 この５万円なんだけども、対象の方がやるという

のは、見積りか何かを出して、その金額に対しての

補助率５万円ということの理解でええんでしょう

ね。ほんで、何人ぐらいを想定されているのか。か

なり相談も受けたりなんかして、質問も過去にした

ことあるんだけども、ちょっとそこを、しつこいよ

うだけど、ちょっと聞きたいなと思います。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） まず、人数は、一応

予算上では９人というふうに見込んでおります。こ

れは、兵庫県のほうの人数から、こちらの豊岡市の

ほうの人口割というか、人口で見ると大体９人かな

というふうに見込んでおります。 

 それと、本人からの見積りというか、基本的には

多分、本人さんがそれぞれ選ばれて、どの分を購入

されるかということでされて、購入された後に領収
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書等を持ってきていただいて、補助するということ

ですので、事前に何か見積り出してもらったりとか

っていうことではない。結果として、豊岡市が出す

のは上限で５万円という形です。以上です。 

○委員（芦田 竹彦） 分かりました。ありがとうご

ざいます。 

○委員長（上田 伴子） ほかにないですか。 

○委員（青山 憲司） よろしいですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） ちょっと１点だけ教えてくだ

さい。 

 新型コロナウイルスのワクチン接種に関するこ

とですけども、先ほど説明では、４月２７日の発送

で５月８日から接種が始まるということでしたけ

ども、当初の高齢者が対象になるということは認識

しとるんですけども、接種の会場ですとか、あるい

は接種の体制、それからワクチンの量ですね。それ

から接種の希望者の割り振りですね、１か所にちょ

っと集中するということになると、またワクチンの

量だとか、あるいは接種の体制なんかにも影響があ

ると思うんですけど、その辺りの現状の方針を教え

ていただけますか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） まず、ワクチンの量

ですが、今、確実にうちに来るというのが分かって

るのが２箱です。約２，０００人分というふうに考

えております。あと、河野大臣等の発言の中で５月

９日、４，０００箱ということで各市町に配る、全

国でですけども、配れるのではないかということで、

そのうちの２箱くらいは豊岡市に来るのではと、こ

こはちょっと見込みというか。（「見込み」と呼ぶ

者あり）はい、になります。 

 会場の関係ですが、まず、５月８日は日高地区コ

ミュニティセンターで、この１か所で行いたいと思

ってまして、そこから今のワクチンの量でいって、

５月の１６日までが一応、今の線というふうに考え

てるんですが、五荘地区コミュニティと日高地区コ

ミュニティでそれぞれ同時に開催ということで、２

会場を実施する今、予定にしております。 

○委員（青山 憲司） よろしいですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） すみません、五荘コミュニテ

ィはいつからでした。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 五荘地区コミュニテ

ィセンターが開始するのは５月の１５日の土曜日

を今、予定しております。以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） ２会場ということで２，００

０人分ということですけれども、発送のほうはどう

いうふうになるんでしょうか。例えば希望者が多い

場合あるいは少なかった場合。その対処方針ってい

うのは、今のところ何か考えておられるんでしょう

か。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 発送については、も

う高齢者の方全員に一斉に４月の２７。ただ、人数

が多いですので、本人さんの手元に届くのが、多分、

数日かかるというふうに考えておりまして、受付を

５月の３日からすると。ただ、おっしゃるように、

多分、皆さん待ちわびておられるんだろうなと思い

ますので、当然、当初は回線等混雑すると思います。

コールセンター６回線で対応するんですが、このと

きは職員も出て、健康増進課の内線のほうにも転送

してもらって対応はしようかなと思ってます。ただ、

ワクチンの数がそれこそ今の確実な部分でいった

ら少ないので、予約がすぐに埋まってしまうんであ

ろうなというふうには考えております。以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） そうすると、あれですか、そ

れ先着順で予約を受け付けて、２，０００人に達し

てもうそこで締切りと。希望者が多い場合は、その

後、随時またワクチンも入ってくると思うんですけ

ども、その後、じゃあ、また希望者については改め

て、いつから接種ができるというふうなお知らせを

するというふうな認識でよろしいでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 今の時点でのワクチ
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ンの数です。先ほど委員がおっしゃったように、今

後ワクチンのほうも多分入ってくるスケジュール

というか、日程が新たに確定してくると思います。

その時点で、今５月１６日を線としてますが、それ

がもうちょっと予約の枠数が後ろ倒しっていった

ら変ですけど、順次、受付できるような状況になれ

ばいいなというところもあるんですが、そういった

ことも考えてますし、もし本当に入ってこなくて、

予約がいっぱいになったということであれば、防災

無線等でちょっと予約受付は今締め切ってますと。

予約ができるようになったらまた連絡させてもら

いますというようなことで、周知を図っていこうか

なと考えております。以上です。 

○委員（青山 憲司） 最後に１点だけ。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（青山 憲司） このワクチン接種の体制なん

ですけども、医師会との調整なんかもできて、会場

の運営についても、その体制がしっかり組めるとい

うことで受け付けるということになると思うんで

すが、その辺りは、もう調整は済んでるというふう

に認識してよろしいですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） そうですね、医師会

のほうとの調整は済んでます。ただ、細かい現場で

の作業は、ひょっとしたら試行錯誤みたいなことで

手直しをする必要があるかなと思いますが、体制の

ほうは医師会とのほうで調整はできております。以

上です。 

○委員長（上田 伴子） よろしいですか。 

○委員（青山 憲司） はい。 

○委員長（上田 伴子） ほかないですか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 関連して一つだけ。市民の皆

さんも議員も含めてですけれども、今のコロナの関

係について大変関心があるところです。今回のワク

チン接種の関係についても広報の在り方として、市

長が行政無線でしゃべられたり、新聞で報道される

んですけども、いずれも単発的な、ちょっと決まっ

たら、そこ出されるような感じの広報の仕方でして、

非常に不安が、皆さん持っていらっしゃるんじゃな

いかと思っています。確かに、供給がきちんと分か

らないというようなこと、それから、いろんな体制

についての準備をせんならんっていうことがあっ

て、大変難しい不安定要素がある中でやっておられ

るいうこと十分分かりますんで、議会の、要するに

ワクチン対策、コロナの対策を所管するのはこの委

員会ですので、本来ですと、この場に質問が出る前

に私は説明されるべきだと思っています、現状につ

いて。その上で、ある程度分かった段階でまとまっ

て、まとめて今、広報もしていただきたいと思いま

すし、議会に対して、この委員会に対して説明をし

ていただく、あるいは資料を提出していただくよう

に、特にお願いしておきたいと思います。散発的な

情報も大切ですけれど、ある程度体制が分かった段

階で、速やかに情報提供をしていただくようにお願

いしたいと思います。よろしく。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 分かりました。委員

おっしゃったように、今のスケジュールとワクチン

の状況だとか、あと、医師会との調整で、なかなか

すっといかないところもありまして申し訳ござい

ませんが、今後、気をつけたいと思います。以上で

す。 

○委員長（上田 伴子） ほかないですか。 

 私から一つよろしいでしょうか。 

 今、松井委員が言われたようなことは、本当に議

員一人一人が、市民からいろいろとどうなってるん

やということで聞かれることは多々あります。私が

聞いた中で、今、接種会場の、そういうコミュニテ

ィセンターみたいなところは、今、正式に何か所で

したでしょうか。 

 どうぞ。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 箇所数としては７か

所です。これは議員さんのほうの、一応、議員資料

ということであげさせてもらった分で、一応それで

今、確定しております。以上です。 

○委員長（上田 伴子） その中でね、例えば港のほ

うのとこら辺の方が、城崎まで行かんならんだった
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っけ、何かそれとか、但東の方が出石まで行かんな

らんかったりとか、何かそこら辺のことで、ちょっ

とそういう配慮が足りないんじゃないかというよ

うな、市民からのご意見いただいたりとか。それか

ら交通手段としてね、もう高齢者、先に高齢者接種

があるんだけども、ほぼほぼ交通手段において大変

やろうから、そんな遠いとこまで行くようなことで

はどうなんかということで、いろいろと不満の声と

か質問だとかいただいてるんですけども、そこら辺

に対してはどうですか。 

 はい。 

○健康増進課長（宮本 和幸） 確かに会場として設

定してないのが、今、旧地域で、市町村でいけば城

崎と、あと但東ということになってます。どうして

もワクチンの取扱い上、マイナス７５度の冷凍庫が

要るとか、あと、医師会と、それからこちらのほう

のスタッフの体制を取る必要があって、各それぞれ

でできたらよかったんですが、そういったのも検討

しまして、ちょっとこういう今の状況になってます。 

 あと、２回接種しないといけないというのがあり

ます。例えば１回だけでいいんだったら、もう各地

域回って１回終わるというようなことも考えれた

んですけど、ちょっとその辺は申し訳ないかなとは

思ってます。城崎とか港方面に関しては、そこでバ

スをきめ細やかにと言ったらあれなんですけど、停

留所を多く取って、なるべくそこに乗ってもらうよ

うな形を今考えております。できたら家族の方の応

援というか、土日に、基本、土日なので、何とかそ

こで家族の方の応援ができたらそこは応援してい

ただけたらなとは思ってます。あとは但東について

は、一応、市立の診療所、件数は少ないんですが、

そこで日々、地域の方が優先にはなろうかと思うん

ですけども、接種してもらうような形で今、調整し

て、その方向で動いております。以上です。 

○委員長（上田 伴子） 分かりました。そういうと

こら辺の方がやっぱりそういうことをいろいろ心

配しておられますので、ぜひ但東のほうについても、

なるべくそういう診療所で受けられるような体制

づくり、よろしくお願いしたいと思います。 

 どうぞ。 

○健康福祉部長（原田 政彦） 少し補足になります

けども、但東については今の２つの診療所、平日開

きます。但東は公共交通機関、空白の地域もありま

すので、そこの部分についてはバスを走らせる予定

です。ただ、きめの細かいバスの走りにはなりませ

んけども、バスは予定しております。以上です。 

○委員長（上田 伴子） 分かりました。 

 ほかはないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） どうしましょう。 

 それでは、この件は、この程度にとどめたいと思

います。 

 ちょっと１０時半になったんですけれども、以上

で市民生活部、健康福祉部の事務概要の説明、質問

は終わりました。 

 ここで当局の皆さんから特に何かありますでし

ょうか。 

 どうぞ。 

○社会福祉課参事（土生田祐子） ２０２１年度一般

会計補正予算（第３号）のちょっと概要を説明させ

ていただきたいんですが、よろしいでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） はい。 

○社会福祉課参事（土生田祐子） それでは、お配り

しております資料１ページをご覧になってくださ

い。このような形のものになっております。大丈夫

でしょうか。（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、昨日、４月１２日付で予算について専

決を行っていますので、ご報告させていただきます。 

 専決に当たりましては、昨日、嶋﨑議長、それか

ら青山副議長、議運の椿野副委員長にご説明を申し

上げ、ご了解をいただいているところです。 

 説明の資料をご覧になってください。１ページの

子育て世帯生活支援特別給付金です。この資料の中

の２番目の項目になります。支払い額は１億円とい

うことになっております。 

 概要については、児童扶養手当受給世帯等、住民

税非課税の子育て世帯に対して、その実情を踏まえ

て、生活支援を行う観点から特別給付金を支給する。
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また、あわせて就学援助費受給世帯に対して、市独

自の特別給付金を支給するというふうな予定にな

っております。 

 財源内訳は、国庫補助金が７，０８５万円、それ

から地方創生臨時交付金が２，９１５万円というこ

とになっています。 

 詳細についてご説明をさせていただきます。４ペ

ージをお開きください。 

 事業目的です。国の制度にのっとり、新型コロナ

ウイルス感染症の影響が長期化する中で、ひとり親

世帯、児童扶養手当受給世帯等や低所得者の二人親

世帯、住民税非課税世帯に対し、その実情を踏まえ

た生活の支援を行う観点から、特別給付金を支給し

ます。１人一律５万円ということになります。また、

今回、国の対応では就学援助費を受けている二人親

世帯のうち、住民税非課税世帯でない世帯が漏れて

しまうため、市独自に二人親の就学援助費受給世帯

等に対して、国と同額の給付金を支給するというこ

とを目的としております。 

 事業概要です。内訳として、内容ですが、対象者

は次のとおりでして、ひとり親世帯ということで、

もう中身は、括弧は省略いたしますけれども、特別

給付金、国の制度に基づくものです。基準日は、２

０２１年の４月の児童扶養手当の受給を受けてい

る方ということで、申請不要になっております。ま

た、あと公的年金等を受給していることで受給対象

じゃない方も今回、対象になります。それから、新

型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急

変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方

と同じ水準になっている方。 

 それから２番目の二人親世帯ですけれども、就学

援助の受給を受けている方、就学援助費受給世帯と

同じ所得の水準の方、ウで家計急変ということにな

っております。この部分は一部、市単独分になりま

す。 

 それから３番ですけれども、二人親世帯、これに

ついては１、２を除きます国の制度分ということに

なります。先ほども言いましたけれども、給付金は

児童１人当たり一律５万円ということになってい

ます。 

 対象者の支給件数は、ご覧になっていただいたと

おりになっております。 

 それから裏面にいっていただきまして、支給時期

ですけれども、ひとり親の分につきましては、５月

１４日申請分、これに該当しない家計急変であると

かそういうことについては、可能な限り速やかに支

給する予定になっております。それから二人親世帯

っていうことで、国との調整が整い次第、速やかに

支給いたします。３番の二人親世帯ですけれども、

国から支給基準が示され次第、速やかに支給という

ことになっております。 

 事業期間は２０２１年度、事業主体は豊岡市、全

体事業費については１億円ということになってお

ります。 

 それから概念図ですけれども、今、概念図を見て

いただいたところなんですけれども、ひとり親世帯、

二人親世帯、それから二人親世帯ということで、そ

れぞれのボリューム感を示させていただいており

ます。なるべく早く支給ということですけれども、

まだ国の制度が明らかになっていないこともあっ

たりしまして、年度始めで出費かかさむこの時期に

なるべく早く支給したいということで、市独自で給

付することにしています就学援助費受給世帯とし

て支給を行いたいというふうに考えております。 

 以上で概要の説明を終わらせていただきます。 

○委員長（上田 伴子） 特にこのことについて質問

がありましたら。 

 どうぞ、松井委員。 

○委員（松井 正志） 対象者の把握の仕方なんです

けども、支給対象が１、２、３ってあって、１の児

童扶養手当受給世帯っていったらすぐ分かると思

うんですけども、２番、３番って、昨年の所得に関

係するんですかね。所得が確定しないと、把握しな

いと分からないんかな。 

 どうぞ。 

○社会福祉課長（宮田 裕史） 松井委員ご指摘のと

おり、就学援助費受給世帯等の関係ですが、こちら

につきましては、７月に所得の基準は住民税の確定
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を受けまして、見直しの時期になっておりますが、

そうなりますと、今、土生田参事のほうが申し上げ

たように、年度始めの出費がかさむ時期に適切なタ

イミングで支給できないということで、２０１９年

度の所得、コロナ給付前の所得の現在受給されてい

る方に対して、給付をしていきたいなというふうに

考えております。したがいまして、児童扶養手当受

給世帯、また、ひとり親受給世帯等につきましては、

現在の世帯数を考えておりまして、そのうち、あと、

児童扶養手当受給世帯のうち約３割ぐらいが住民

税非課税という数字を拾っておりますので、こちら

の３割程度の１１０件分につきましては、国庫補助

対象の枠組みで支援、国からの補助金をもらえるか

なという形で件数を上げさせていただいておりま

す。以上です。 

○委員長（上田 伴子） よろしいですか。 

○委員（松井 正志） できるだけ速やかに。 

○委員長（上田 伴子） ほかはないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、ここで委員さん

からはほかには意見はありませんか。今までの市民

生活部、健康福祉部のこととかにもついても、あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、ここで委員会を

暫時休憩いたします。 

 当局職員の皆さん方につきましては、ここで退席

していただいて結構です。お疲れさまでした。 

 再開は何時にしよう。１０分休憩でいいですか。 

 じゃあ、再開は５０分。 

午前１０時４１分休憩 

──────────────────── 

午前１０時５０分再開 

○委員長（上田 伴子） それでは、時間になりまし

たので、委員会を再開いたします。 

 これより後半の部に入ります。 

 それでは、協議に入りますまでに、今回は年度当

初の委員会であり、４月１日付の人事異動で当局職

員に異動がありましたので、ここで出席者の皆さん

に自己紹介をお願いしたいと思います。まず、正副

委員長、各委員、当局職員、最後に事務局という順

でお願いします。 

 なお、当局職員はマイクを使用し、お手元の名簿

順でお願いいたします。 

 まず、委員会委員からですけれども、私は委員長

の上田伴子です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員（上田 倫久） 副委員長の上田倫久です。よ

ろしくお願いします。明るく元気に前向きに頑張り

ましょう。 

○委員（青山 憲司） 委員の青山です。よろしくお

願いします。 

○委員（芦田 竹彦） 委員の芦田竹彦でございます。

どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員（松井 正志） 松井正志と申します。どうぞ

よろしくお願いします。 

○委員（伊藤  仁） 伊藤仁です。どうぞよろしく

お願いします。 

○委員長（上田 伴子） それでは、当局のほうから

お願いします。 

○地域コミュニティ振興部長（幸木 孝雄） 地域コ

ミュニティ振興部長の幸木です。よろしくお願いし

ます。 

○地域コミュニティ振興部参事（桑井 弘之） 地域

コミュニティ振興部、参事の桑井です。よろしくお

願いします。 

○生涯学習課長（大岸 和義） 生涯学習課長の大岸

です。引き続きよろしくお願いいたします。 

○生涯学習課参事（旭  和則） 生涯学習課参事の

旭と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

○文化振興課長（米田 紀子） 文化振興課課長の米

田と申します。どうぞよろしくお願いします。 

○文化振興課参事（藤原 孝行） 文化振興課参事、

藤原と申します。市民会館のほうを担当しておりま

す。よろしくお願いいたします。 

○文化振興課参事（橋本 明宏） 失礼します。文化

振興課参事の橋本と申します。文化財室と歴史博物

館を担当しております。どうぞよろしくお願いしま

す。 
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○新文化会館整備推進室長（櫻田  務） おはよう

ございます。新文化会館の整備推進室の室長の櫻田

です。よろしくお願いします。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） スポーツ振興課

長の池内です。よろしくお願いします。 

○教育次長（堂垣 真弓） 教育委員会教育次長の堂

垣でございます。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課長（永井 義久） 教育総務課長の永井

です。よろしくお願いします。 

○教育総務課参事（木之瀬晋弥） 教育総務課参事の

木之瀬と申します。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課参事（宇川 義和） 教育総務課参事の

宇川と申します。よろしくお願いいたします。 

○教育総務課参事（大谷 康弘） 教育総務課参事の

大谷と申します。学校給食を担当しております。よ

ろしくお願いします。 

○こども教育課長（和田 晃典） 失礼します。こど

も教育課課長の和田と申します。よろしくお願いし

ます。 

○こども教育課参事（坂本英津子） 失礼します。こ

ども教育課参事の坂本です。よろしくお願いします。 

○こども教育課参事（内海 忠裕） こども教育課参

事の内海です。よろしくお願いします。 

○こども教育課参事（惠後原博美） こども教育課参

事の惠後原といいます。よろしくお願いします。 

○こども育成課長（木下 直樹） こども育成課長の

木下と申します。よろしくお願いします。 

○こども育成課参事（吉本  努） こども育成課参

事の吉本と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○こども育成課参事（冨岡  隆） こども育成課参

事の冨岡と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○こども育成課参事（吉谷 孝憲） こども育成課参

事の吉谷と申します。よろしくお願いいたします。 

○こども育成課参事（山本加奈美） 失礼します。こ

ども育成課参事の山本加奈美と申します。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○事務局主幹 （小崎 新子） 議会事務局の小崎と

申します。今年度から文教民生委員会の担当をさせ

ていただくことになりました。よろしくお願いしま

す。 

○委員長（上田 伴子） 失礼しました。 

 それでは、自己紹介は終わりました。２０２１年

度は当分の間、このメンバーで委員会審査を対応い

ただくことになりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 それでは、４の協議事項に入ります。 

 （１）の委員会所管事項の事務概要について、ま

ず、当局から部単位で一通りの説明を受けた後、各

委員から質疑等を行っていただきたいと思います。 

 本日は、あくまでも事務概要の説明でありますの

で、また、時間が限られておりますので、当局説明

及び委員からの質問は、要点を押さえて簡潔明瞭に

お願いいたします。 

 なお、委員会での発言は、委員長の指名の後、マ

イクを使用し、発言の最初に課名と名字をお願いい

たします。 

 それでは、当局からページ順で説明をお願いいた

します。 

 どうぞ。 

○生涯学習課長（大岸 和義） それでは、資料は５

ページをお願いいたします。生涯学習課の事務概要

について、主な事業について説明をさせていただき

ます。 

 まず、現況と課題でございますが、人々が充実し

た生活を目指して、多様な活動を主体的に行えるよ

うな学習を支援する。さらに、ふるさと豊岡を愛す

る子供たちを育成する地域の取組を推進し、一人一

人が尊重され、誰もが日々人生を楽しむことができ

る社会を構築するに努めております。 

 そして、１つ飛んで概要をご覧ください。具体的

な内容について説明をさせていただきます。 

 まず、１つ目、生涯学習機会の充実と環境の整備

につきましては、（１）生涯学習サロンにつきまし

ては、本年６月に完成を予定しておりまして、市民

の生涯学習活動の推進を図ってまいりたいと考え

ております。 
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 それから（２）、こちらは２０１６年に１０年後

の図書館像を描き、策定しました図書館未来プラン、

こちらの中間年に２０２１年が当たります。これま

での検証と今後の課題や取組方針を検討したいと

思っております。 

 続きまして、（３）植村直己冒険館ですが、来週、

２０日にリニューアルオープンします。新たな体制

で、冒険精神の伝承と子供たちへの体験プログラム

の提供が始まります。 

 ２つ目です。地域ぐるみで子供を育てる環境づく

りの推進です。引き続き、子供と心でつながる市民

運動を通じて、地域活動への子供の参加を促し、青

少年センターと補導委員による見守り体制を維持

してまいりたいと思ってます。 

 ３つ目です。一人一人が大切にされ、自分の意思

と能力に応じて活躍する社会づくりの推進につき

ましては、人権教育推進員の派遣によります地域や

職場での学習機会の提供、それから、豊岡市人権教

育推進協議会等との連携による人権啓発や教育に

努めてまいります。 

 また、市民の人権意識実態調査を前回２０１６年

に実施しましたけども、５年後の今年、再び実態調

査を行う予定です。調査の結果につきましては、市

が実施する人権啓発教育事業の成果指標として活

用する予定でございます。 

 生涯学習課からは以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） それでは、６ページ

をお願いいたします。文化芸術の振興でございます。 

 現況と課題、基本方針です。豊かな心を育み、活

力ある市民文化の向上を図るため、引き続き優れた

文化芸術に親しむ環境づくりと市民が主体となり、

展開する文化活動の支援をしていく必要がござい

ます。優れた文化芸術に触れる機会の提供、それか

ら公募展の充実、自主的な活動を行っている団体へ

の支援、また、適切な施設管理を行い、効果的な事

業の実施と情報発信によりまして、文化施設の利用

拡大を図ってまいります。 

 次、概要です。市全般の文化芸術事業の一体的な

広報、それから児童への文化芸術体験の提供、それ

から２つの公募展、それから施設ですが、市民会館

をはじめ、各施設での事業につきまして昨年の経験

を生かして、新型コロナウイルス感染症対策を講じ

ながら、また、今後の状況を注視しながら事業の実

施に努めてまいります。 

 文化芸術の振興については以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○文化振興課参事（橋本 明宏） ７ページをお願い

します。私からは文化財の保護と活用についてご説

明します。 

 現況と課題です。自然、歴史、文化財や伝統文化

などは貴重な文化遺産であり、その価値と魅力を次

世代に正しく継承していく取組が求められている

としております。 

 次に基本方針ですが、史跡や有形無形の文化財な

どは、文化遺産であり、その価値や魅力を守り、未

来に伝えるため、保存と活用に努めるとしておりま

す。 

 概要では５項目を上げておりますが、特徴的なも

のは３と４でございます。３では、埋蔵文化財の発

掘調査、公開としております。但馬国分寺跡などの

発掘調査や、宅地開発などに伴う遺跡確認調査など

を実施いたします。４つ目では、国指定史跡の整備

としております。但馬国分寺跡の用地買上げを今年

度も引き続き進めてまいります。 

 文化財室文化振興課からは以上でございます。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） ８ページをお願

いします。地域に根差した生涯スポーツの推進と各

種大会の誘致につきまして説明させていただきま

す。 

 基本方針として、引き続き体育協会など関係団体

と協働し、いつでも、どこでも、いつまでもスポー

ツに親しむことのできる環境と組織づくりを進め

ていきたいと考えております。 

 概要ですが、５項目を上げています。４の社会体

育施設等の整備は、総合体育館の大規模改修に向け

た実施設計などを進めていきます。 
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 ９ページをお願いします。５のオリンピック・パ

ラリンピックへの取組につきましては、感染症対策

の制約がありますが、ボート、ドイツ代表、スイス

代表チームの事前合宿を受け入れる準備を進めて

いきます。 

 また、聖火リレーが５月２３日に開催をされます。

本日、議員の皆様には、市役所前市民広場で行いま

す到着式、ミニセレブレーションへのご案内をさせ

ていただきましたので、ご出席をいただきますよう

お願いをいたします。 

 さらに、うれしいニュースがありました。先週行

われました競泳の日本選手権兼オリンピック代表

選考会におきまして、１００メートル、２００メー

トルの背泳ぎで２冠を達成をした本市出身の小西

杏奈選手が、４００メートルメドレーリレーのメン

バーとしてオリンピック出場が決定をしました。市

民を挙げて応援をしていきたいというふうに考え

ております。 

 説明は以上です。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） ２４ページをご覧く

ださい。教育・保育施設整備等の推進ということで

す。 

 現況と課題については、安全・安心な環境整備を

図るというようなことを書いております。 

 基本方針です。子供たちが安心して学校園生活を

送るために、学校園、それから給食センターの安全

対策、ＩＣＴ環境等の教育環境の整備充実を図ると

しております。 

 概要です。非構造部材落下防止対策ということで、

体育館、武道場のつり物、スピーカー、それから時

計等の落下防止等を進めていきたいというふうに

考えています。工事については、ご覧の５校を２１

年度に行います。実施設計は、来年度の工事に向け

た実施設計を３校で行う予定にしています。 

 ２の空調設備の更新ということで、こちらは但東

中学校になります。２００４年に学校を整備して16

年が経過し、空調が老朽化しておりますので、その

空調の更新ということです。新設の部分については、

これは前年度の繰越しになりますが、豊小、八条、

五荘、大規模な学校について、音楽室、理科室等の

空調整備の工事を行うものでございます。 

 ３のトイレ改修については、三江小としておりま

す。これも繰越し事業になっていますが、大規模改

造の最優先の学校になっておりますので、三江小を

まず取りかかるということにしています。 

 それから４のほうですが、今年度につきましては、

１人１台端末が整備されますので、ドリル教材であ

りますとか、ＩＣＴ支援員等を配置して、サポート

体制を充実していきたいと思っています。 

 ５につきましては、来年４月に向けて、学校給食

の民間委託を進めるということにしています。６月

の債務負担をしまして、７月に選定委員会、それか

ら契約等を進めていきまして、事業者との引継ぎを

して、来年度の民間委託を進めたいと考えています。 

 それから６につきましては、毎年のことですけど

も、地元野菜等を３０％以上、地産地消ということ

で進めていきたいと思っています。 

 次に、２５ページをご覧ください。小・中学校の

適正規模・適正配置計画の策定でございます。 

 現況と課題につきましては、少子化等によりまし

て、多様な意見に触れ合える機会が少なくなってい

ますので、教育環境を整備するということで、この

ことからのところをご覧いただきますと、小学校の

適正配置審議会を設置しまして、本年の２月に答申

をいただいたところでございます。 

 基本方針としましては、２行目のところですが、

数だけではなくって、通学距離、通学方法、それか

ら学校は地域の交流拠点になっていますので、地域

の実情を踏まえて対応を検討したいというふうに

思っています。 

 概要につきましては２つありまして、全体の計画

策定に向けた動きをしてまいります。今後の予定を

ご覧ください。答申についての地域説明会を５月１

７から６月７日の間に、市内６会場で開催する予定

にしています。それから、１１月頃に計画策定を予

定していますので、その前に地域別の説明会を開催

して丁寧に進めていきたいというふうに思ってい
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ます。一番下のところですが、計画公表後につきま

しては、さらに校区別に説明会を開催する予定にし

ています。 

 最後に、個別統合の協議ということで、今年度は

竹野の３校について、２０２２年の４月の統合に向

けて進めているところでございます。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 資料２６ページを

ご覧ください。基本方針につきまして、３点上げて

おります。１点目は、幼児教育から小・中学校まで

の接続を重視しながら、あたまの力、こころの力、

からだの力をバランスよく育成し、生きる力を育む

ことです。２つ目としましては、教職員一人一人の

資質、能力の向上とチーム学校としての組織づくり、

安全・安心な教育環境の整備です。３点目は、学校、

家庭、地域が連携、協働した教育の推進です。 

 概要につきましては主なものを上げていますが、

その中から４点について説明をさせていただきま

す。 

 １つ目は、１番の非認知能力向上のための取組の

推進です。三江小学校、資母小学校をモデル校とし

まして、３年目の取組になります。これまでの取組

を検証し、これまで行ってきたプログラムも含めま

して、今後の取組の在り方について検証していきた

いと考えております。 

 ２点目は、２番目の豊岡市小中一貫教育、豊岡こ

うのとりプランの実施です。これまでより、ふるさ

と教育、英語教育、コミュニケーション教育、そし

て学習指導と生活指導といった取組を、市内全ての

学校で共通実践を行ってきました。昨年度、小学校

で、今年度、中学校で新学習指導要領が完全実施さ

れる中、新学習指導要領で目指す資質、能力の育成

も踏まえながら、子供たちにとって、より実効性の

高い教育になるように推進していきたいと考えて

おります。 

 ３点目には、１１番の新型コロナウイルス感染症

に対する安心・安全な教育環境づくりです。各学校

における感染症対策はもちろんのこと、新型コロナ

ウイルス感染症予防に関する正しい知識の習得や

人権的な視点からの指導を継続していきたいとい

うふうに考えております。 

 ４点目です。１２番のＩＣＴを活用した指導力の

向上です。タブレット端末等の整備が進む中、教職

員の研修等を充実させていく中で、教員や児童生徒

のＩＣＴの利活用能力の向上を図っていきたいと

いうふうに考えております。 

 そのほかの事業につきましては、継続事業になり

ます。今後、一層充実させていただきたいと考えて

おります。 

 以上で説明を終わります。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課長（木下 直樹） それでは、２８ペ

ージ、最後のページご覧いただきたいと思います。

子ども・子育て推進事業の推進についてでございま

す。 

 現況と課題、基本方針につきましては、昨年度と

大きく変わっておりません。子供や家庭を取り巻く

環境が大きく変化している中、就学前の教育・保育

及び子育て支援事業の充実を図っていきたいと考

えております。 

 概要については、本年度、主なもの等を上げてお

ります。１、子育て支援事業の推進についてです。

ファミリーサポートセンターにつきましては、会員

数が３月末現在で２６１人となっておりまして、順

調に会員数を伸ばしております。それから、子供の

預かりや送迎、相互援助活動も平均しまして月５５

件ほどとなっておりまして、順調に活動のほうも進

んでおります。また、子育て支援総合拠点等の整備

に合わせまして、このファミリーサポートセンター

のほうも、その中に移す予定にしております。他の

事業ともより一層連携しながら、制度の周知と会員

の拡大、それから事業の充実を図ってまいりたいと

考えております。 

 ２、待機児童の解消対策の推進についてです。豊

岡市における幼児教育・保育及び放課後児童のあり

方計画につきましては、今年の２月に策定いたしま

した。今後、事業の推進に当たりましては、関係す

る園、保護者、地域等とも十分に協議をしながら、
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事業のほうを進めてまいりたいと考えております。 

 なお、計画の前期、２０２５年度までに幼稚園を

再編統合する計画をしている６地区につきまして

は、６月２日から地区説明会を開催する予定にして

おります。本日、お手元のほうにその記者配布資料

のほうお配りしておりますので、またご清覧のほう

をお願いしたいと思います。なお、この資料につき

ましては、４月２２日に記者配布を行う予定にして

おりますので、それまで、その翌日解禁まではお取

扱いにご留意のほうお願いしたいと思っておりま

す。よろしくお願いします。 

 ３、就学前の教育・保育の充実につきましてです。

１つ目の質の高い就学前の教育・保育の推進につい

ては、２０２０年２月に策定しました第２次スタン

ダードカリキュラム、こちらを活用しながらまなび

の公開保育を実施するなど実践強化を図り、職員の

資質と教育・保育の質の向上に取り組んでまいりた

いと考えております。あわせて、カリキュラムを有

効に活用できるよう、活用の手引のほうを作成する

ことにしております。 

 ２つ目の運動遊び、英語遊び保育につきましてで

すけども、これは豊岡の特色ある取組の一つですの

で、今後も引き続き子供の実態に合わせて内容の充

実に努めながら、幼児期の運動遊び、英語遊びを推

進していきたいと考えております。あわせて、様々

な体験活動を通して、人と積極的に関わろうとする

気持ちや、外国の言葉や文化に興味を持とうとする

気持ちを育みたいと考えております。 

 ４、子育て支援総合拠点等整備構想の推進につい

ては、アイティの４階と７階フロアに、子育て支援

の強化、充実を図るために、屋内型の遊び場や一時

預かり機能を設けるとともに、子育てセンターとこ

ども支援センターを集約して、子育て支援の総合拠

点整備を進めてまいりたいと考えております。加え

て、多様な人々が集い、交わる場を整備し、多様性

を受け入れるまちづくりを実現する地方創生を先

導する場を創出してまいりたいと、目指してまいり

たいと考えております。 

 説明は以上でございます。 

○委員長（上田 伴子） 説明は終わりました。ちょ

っと私が途中で切るのをうっかりしておりまして、

最初に、地域コミュニティ振興部のほうの生涯学習

課、文化振興課、スポーツ振興課の説明の中で、そ

この部分での質疑、意見をまずお願いしたいと思い

ます。 

 委員の皆さん、すみません、戻っていただきまし

て、そこの部分のところから何か質疑、意見等あり

ましたらお願いいたします。ありませんか。（発言

する者あり）最初の５ページからの分です。生涯学

習課のところからの分ですが、何かありませんか。

ないですか。 

○委員（青山 憲司） なら、ちょっと聞いてもいい

ですか。 

○委員長（上田 伴子） 青山委員、どうぞ。 

○委員（青山 憲司） 文化芸術の振興のところです

けども、今年度は、演劇祭はどこが所管になるんで

しょうか、ここではない。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） 演劇祭の関係は、大

交流課のほうで……（「大交流課」と呼ぶ者あり）

観光文化戦略室のほうかと思っております。 

○委員長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 文化芸術ですから、この辺り

をどう整理するのかっていうのは、ちょっと分かり

にくいかな。今の演劇祭なんかも文化芸術という感

覚でちょっと聞いておったんで、演劇祭がないんで、

あれっ、どこかなと思ってちょっと聞いたんですけ

どね。その辺り、豊岡市の芸術文化の取組として所

管部署を統一するほうがいいんじゃないかなと思

うんですけどね、その辺り、どうなんでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） 組織の話については、

ちょっと私どもの一存ではどうもいかんし難いと

ころがあるんですけれども、６ページの概要の１に

書いておりますように、いろんな場所でいろんな文

化芸術事業、文化振興課だけではなくって、生涯学

習課のおんぷの祭典ですとか大交流課の演劇祭で

すとか、いろんな場所で文化芸術の事業をしており
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ます。それを、市内の各課を横串といいますか、刺

すような格好で豊岡アートシーズンっていう取組

を２０１６年度から進めております。各部署とも連

携を取って、会議を持ちながら情報共有をして、演

劇祭につきましても、例えば市民会館でするような

事業も予定されておりますので、共有はしておりま

すので、課、部は違っても一緒にやっていこうとい

うところでやっておりますので、ご理解いただけた

らなと思っております。以上です。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

○委員（青山 憲司） よろしいです。 

○委員長（上田 伴子） ほかはないですか。オリン

ピックのこともいいですか。（「はい」と呼ぶ者あ

り） 

 それでは……。 

○委員（上田 倫久） ちょっといいですか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（上田 倫久） スポーツ振興課になると思う

んですけども、今日オリンピックの聖火リレーに関

わるミニセレブレーションの案内が来ております。

大変盛り上げてもらっておると思うんですけども、

今、実際どのような実行委員会の動きはあるんです

か。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○スポーツ振興課長（池内 章彦） 兵庫県について

は、来月２３、２４、兵庫県が聖火リレーというこ

とですので、今のところは予定どおりの予定になっ

てます。ただ、大阪が今日、明日、公道でのリレー

はやめているというふうなこともありますので、そ

のときの感染状況によっては形が変わるっていう

可能性はありますけども、今のところは予定どおり

するっていうことになっております。ただ、今、京

阪神のほうが蔓延防止措置になってますので、それ

が延長になってその期間に入れば、もしかすれば豊

岡のほうは普通でも、京阪神のほうは取りやめって

いうふうなこともあり得るっていうふうな状況に

はあると思います。 

○委員（上田 倫久） 結構です。 

○委員長（上田 伴子） ほかはないですか。 

 それでは、続きまして、教育委員会のほうのこと

につきまして、教育総務課、こども教育課、こども

育成課の説明についての質疑、意見等があればお願

いします。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○委員（芦田 竹彦） ちょっと教えてください。教

育総務課になると思いますが、非構造物の落下防止

対策で今年５校で、実施設計あと３校、来年工事と

いうことになるんだろうけども、これでほぼ２９校

はみんな終わるという認識でよかったですかね、ち

ょっと教えてください。 

 それと、空調設備なんですけども、ここ工事、但

東から４校上がってんのかな。これも普通教室と特

別教室の分は全てこれで完了ということでよかっ

たですか、教えてください。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 非構造につきまして

は、中学校が２０１８から２０１９で９校完了して

おりまして、小学校は２０２０から始めて、来年度

で最終というふうに考えています。学校再編の計画

のほうが明らかになってきますので、統廃合の関係

で実施をしない方向で検討を進めているところも

ございます。それから、そもそも落下防止をしなく

てもいい対象外の学校もありますので、そこを除外

しますと、もう来年度でほぼ完了というふうな考え

でおります。 

 それから、空調につきましては、但東中学校は冷

暖房も含めた空調としておりますので、ここは定期

的な更新ということですし、この３校につきまして

は大規模なことで、音楽室、理科室のほかに被服室、

家庭科室ですね、図工室でありますとか通級教室も

含めた整備をしておりますので、少し時間がかかる

ということで繰越しになっておりますし、その他の

小規模な学校につきましては、音楽、理科室が中心

になってきますので、この４月でほぼこれ以外の学

校については完了する見込みになっています。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ、芦田委員。 

○委員（芦田 竹彦） 分かりました。非構造部材に

ついては、来年度でもうほぼ完了と。対象学校じゃ
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ないところもあるけどもという認識でいいという

ことですね。空調も理解しました。 

 あと、ちょっと飛んで、こども教育課のところで、

新型コロナウイルスの感染症の正しい知識という

ところで、最近、ちょっとニュースで変異株は低年

齢層に結構、発症してるというか、そういったこと

が散見されるんやけども、そういった知識も含めて、

やっぱり教育関係の学校の中では、そんな教育とい

うか、今の最新の情報なんかをやっぱり正しい知識

として教えていく必要があるんじゃないかなとい

う感じがしとります。５月８日から高齢者がワクチ

ンも受けるということも含めながら、子供たちにも

そういったことを、しっかり正しい知識の中で、変

異株のことも教えていくべきではなかろうかと私

は思いますけども、いかがでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 先ほど委員のほう

からご指摘がありましたけれども、変異株について

は、まだなかなか分かっていないところがある中で、

県の体育保健課からの情報であるとか、あと、昨年

度、豊岡病院の先生のほうに、コロナウイルスに関

する知識といったところでビデオを作っていただ

きました。そういった中に、変異株のことであると

か、そのほか、学校のほうが不安に思ってるような

ことがないかということを調査をしまして、そうい

ったビデオの中に落とし込めていけたらいいなと

いったような、今、協議をしているところです。 

○委員（芦田 竹彦） 結構です。よろしくお願いし

たいと思います。 

○委員長（上田 伴子） いいですか。 

 ほかはありませんか。 

○委員（青山 憲司） ちょっと１点。 

○委員長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 今のこども教育課の概要の中、

ちょっと見ますと、今のどういうんですか、豊岡市

が４大危機に上げてる分の災害の危機に対する知

識ですとか防災に関する教育あるいは交通安全に

関する教育、この辺りがちょっと見受けられないん

ですけども、特に近年、災害なんか、コロナも含め

てなんですけども、そういった災害に対するいろん

な教育的な立場から、子供たちに指導していくって

いうことは大事じゃないかと思うんで。防災も、そ

れから交通安全も。その辺りはちょっと見受けられ

ないんですけども、どうなんでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 防災につきまして

は、防災課のほうから教材を作っていただいていま

す。各校区に応じた、例えば水害なら水害のＤＶＤ、

そして指導案とか資料について作成をしていただ

いておりまして、それを各学校のほうに配って、そ

して、それを活用するように指示を出しています。

あと、交通安全等につきましても、月に１回ある校

園長会を通しまして、管理職のほうに指示をしなが

ら取り組んでおるところです。以上です。 

○委員長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司） 学校のこども教育の立場で、

この中にそういった内容が含まれてないんで、それ

は入れる必要があるのではないかということなん

ですけどね。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども教育課長（和田 晃典） 学校のほうにも、

そういったことを十分周知していきたいと思いま

すので、この中に盛り込んでいくような形で検討し

たいと思います。 

○委員（青山 憲司） お願いします。よろしいです。 

○委員長（上田 伴子） ほかはないですか。 

 すみません、私から１点ちょっとお聞きしたいん

ですが。先ほどの２４ページの空調の設備のところ

ですけれども、特別教室も含めて済んでいくという

ことでありましたが、防災の面から、よく避難所に

なってる体育館についての空調についてはどうか

ということが、よく議場でも質問の中で出るんです

けども、そこら辺についての予定なんかはないんで

しょうか。 

 どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 議会の中で答弁をさ

せていただいとるとおりなんですけども、非常に夏

場の限られた時間に、整備費用も非常にコストがか
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かる。安くても、他市の例を見ておりますと２、３，

０００万円、高いところでは９，０００万円かかっ

て、体育館の中に複数の機器を設置して、なおかつ

ランニングコストが非常にかかる、２、３００万円

ほど年間かかるというようなこともありますので、

学校の教育活動の中でも、それが体育の時間の工夫

を、恐らく熱中症予防等していただいているかと思

いますので、そこが防災のためにという視点では、

教育委員会のほうは考えにくいところもあります

し、日常の教育活動についても他の季節を中心に考

えて、子供の安全対策を図りたいというふうに考え

ていますので、整備は今のところは考えておりませ

ん。 

○委員長（上田 伴子） 費用がたくさんかかると、

高額になるということでの議場でも答弁だったと、

それが主な理由だということではありましたが、今、

教育活動の中での、そういう体育の授業での熱中症

対策ということに観点を置いてということではあ

りましたけれども、やはり防災の面でも、避難所に

なってる体育館については、また計画の中で上げて

いっていただきたいなと思いますけれども、そこの

点については、やはり計画の中には入れていかない

ということなんでしょうか。 

 どうぞ。 

○教育総務課長（永井 義久） 夏場の避難所という

ことでありますと、一旦は体育館のほうに集合して

いただきますが、普通教室、それから特別教室のエ

アコンが整備できましたので、基本的には各教室に

移動していただいて、いい環境の中で避難生活を送

っていただく。せいぜい、２日程度というふうに聞

いておりますので、そちらのほうをまず優先して入

っていただくというふうに考えております。 

○委員長（上田 伴子） 分かりました。 

 ほかはないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、意見、質問はこ

の程度にとどめたいと思います。 

 以上で地域コミュニティ振興部、教育委員会の事

務概要の説明、質問等は終わりました。 

 ここで当局の皆さんから何かありますでしょう

か。 

 どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） 昨日付で専決補正さ

せていただいた内容について、ちょっとこの場で説

明させていただきたいと思うんですけれども、よろ

しいでしょうか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○文化振興課長（米田 紀子） それでは、昨日議員

の皆様方にはお配りされてると思うんですけれど

も、一般会計補正予算（第３号）の概要資料のうち、

２ページ、３ページが文化振興課の関係でございま

して、そこの説明をさせていただきます。 

 名称は、文化芸術活動の再開支援、ａ ｔｅｍｐ

ｏ豊岡という事業でございます。 

 事業目的、趣旨でございますが、コロナの影響が

長引いてる中、市民の皆様方が行っていただいてい

る文化芸術活動も多くが自粛ですとか、やむなく中

止など、活動が低迷している状況が続いています。

そこで、適切な感染防止対策をしていただくという

ことをあくまで前提として、活動を再開していただ

くための支援をしようとするものです。具体的には

コンサートや、それから展示会等の会場使用料、そ

れに伴う感染症対策用品の購入費用等、経費の２分

の１を補助いたします。１日当たりの上限を５万円

といたしまして、４月１日に遡りまして、来年の１

月末までの事業を対象としております。 

 全体事業費は１，０００万円で、全額、地方創生

臨時交付金を充てることとしております。 

 以上、大変簡単ではございますが、概要について

の説明をさせていただきました。以上です。 

○委員長（上田 伴子） 何か質問はありませんか、

よろしいですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、ほかのことでも、

委員もしくは当局の皆さんから何か発言があった

ら、どうぞ。ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、ここで委員会を
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暫時休憩いたします。 

午前１１時３４分休憩 

──────────────────── 

午前１１時３５分再開 

○委員長（上田 伴子） それでは、委員会を再開い

たします。 

 それでは、協議順序を変更しまして、５の報告事

項（１）子育て支援総合拠点等整備構想についてに

入ります。 

 それでは、教育委員会こども育成課から説明をお

願いいたします。 

 どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） 資料のほうをお

配りさせていただいていると思います。１つは概要

の部分と本編、この２つの資料をお配りさせていた

だいてるかと思います。本日は本編の部分でご説明

をさせていただければと考えておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

 まず、目次の部分を見ていただきたいと思うんで

すが、この整備構想の部分でⅠからⅧまであります

が、ⅠからⅤの部分の一部まで、２月に中間報告と

いう形でご説明をさせていただいております。施設

のコンセプトですとか基本的な考え方には変更ご

ざいませんので、それ以降の部分を中心に今日はご

説明をさせていただければと思います。 

 本編の部分の２１ページをご覧ください。２１ペ

ージはⅤ番、施設整備の概要の部分になります。こ

ちらのほう、６つの場を創出したいということでコ

ンセプトの部分はご説明をさせていただいて、この

１から６の部分で、どういった機能を入れるのかと

いうふうなことを具体的に示したものでございま

す。 

 次の２２ページに、それに伴って、前回まではこ

ういった機能を盛り込みたいというご説明までは

させていただいたんですが、具体的に、じゃあ、ど

ういうふうな活動を中心としてやるのか、それには

どのような機能が要って、どのような設備が要るの

かという、そういったことを具体的に落とし込みま

して、それに必要な面積を算出して図面のほうに落

としてるというふうな状況になります。 

 具体的な部分は２３ページの３番、配置計画及び

改修計画をご覧いただければと思います。こちらの

ほうですが、大きく言って右側に屋内型の遊び場と

いう部分がございます。こちらのほうに、乳幼児か

ら一応、小学生までが遊べる遊び場を整備したいと

考えております。この遊び場につきましては、大き

くゾーニングをしまして、乳幼児が遊ぶ場、ある程

度、年齢の高いお子さんが遊ぶ場という部分を、ゾ

ーニングをしながら、この中で分けて安全性を確保

するような形で、遊具のほうの配置をしたいという

ふうに考えております。 

 真ん中部分ですが、子育て総合センターと書いて

あります。現在７階にございますけれども、７階か

ら４階に移転をしてというふうな形を考えており

ます。 

 その上の部分ですが、トイレ、授乳室、こちらの

ほう、おむつを替える、そういったスペースを備え

たものを整備したいと考えております。こちらのほ

う、単体でするほうが、利便性は高いんですけども、

遊び場の部分と子育て総合センターの部分とで共

有するというふうな形で、ある程度、経済性と効率

化を考えて、そのような配置をいたしております。 

 左の上側で、ブルーで書いてあります女性の就労

支援室を、この場所のほうに設置をしたいと考えて

います。基本的には女性の活躍を後押しするという

ふうなことで、短時間を例えば就業するとか、隣に

一時預かり室を設けておりますので、例えばお子さ

んをここでお預かりをして、その期間、例えば短い

時間就労していただくとか、そういうふうな形のも

のを想定した部屋を造って、一時預かりもさせてい

ただくような感じでどうかなっていうふうな配置

になっております。この一時預かりは、女性の就労

支援だけではなくって、一般的に、例えば一時的に

お子さんを預かっていただきたいというふうな、そ

ういった保護者の方のニーズにも応えるような形

を考えております。例えば育児をちょっと離れたい

とか、用事があるので、その場を、一時的に預かっ

ていただけないかというふうなニーズもございま
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すので、そういった部分の対応もできるような場を

つくっていきたいというふうに考えております。 

 黄色の部分であります市民交流広場という、大き

なくくりになりますが、こちらのほうには、今、想

定として図書のコーナーであったり、学習室を２部

屋程度、今、造るという考え方をしております。そ

れと、それをつなぐというふうな意味合いもありま

して、カフェをこちらのほうに整備ができればとい

うふうなことで、全体的にいろんな多様な方がこち

らのほうに来ていただいて、いろんな交流をしてい

ただくような、そういった場を創出したいと考えて

おります。 

 最後ですが、一番下のほう、ピンクで書いてあり

ます、ファミリーサポートセンター、今日、事務概

要のほうでもご説明をさせていただきましたが、お

子さんを預かってほしい人、預かってもいいですよ

っていうふうな、そういったことをマッチングしな

がら、子育てを応援するというふうな形の場を、こ

ちらのほうに移転をして整備をしたいというふう

に考えております。 

 続きまして、２４ページをご覧いただければと思

います。２４ページは、７階部分のレイアウト、配

置イメージ図を示しております。赤っぽい感じでし

てありますのが、こども支援センターをこちらのほ

うに移転をするというようなことと、通所型の療育

をこちらのほうで展開したいということで、現在の

子育て総合センターの部分を、この２つの機能を配

置するというふうな考え方でおります。 

 それを基に、２７ページをご覧いただければと思

います。２７ページには、施設ですとか設備、こう

いった整備における基本的な考え方として、どちら

にしても既存の商業施設を改修してという形にな

りますので、限られた条件ですとか空間の中での整

備をいかに効率的にするかというふうなことがご

ざいますので、１番のにぎわい、魅力的な空間の創

出、２番の安全性、快適性に配慮をする、３番目に

経済性、環境に配慮という大きなこの３つのテーマ

を基に、様々な形で施設整備の考え方をまとめたも

のでございます。こちらのほうはご清覧をいただけ

ればというふうに考えております。 

 続きまして、３０ページを見ていただければと思

います。詳細の部分、こういった設備がどれぐらい

要るのか、どれぐらいの規模が要るのかというふう

なことで、再度、概算の工事費のほうを積算させて

いただいて、４階部分ですが、こちらのほうは当初

予算でお願いをしたとおりの金額１億４，６００万

円という形のものと、遊具の部分が８，０００万円

という予算どおりの部分の概算工事費を上げさせ

ていただいております。 

 ７階部分の算出ができまして、７階部分に関して

は、合計で５，０００万円の工事費で改修ができる

んではないかというふうなことで、改めて今、予定

としては６月の議会のほうで、こちらのほうをお願

いしたいというふうなスケジュール感で考えてお

ります。 

 続いて、３１ページ、施設運営の考え方でござい

ます。こちらのほう、多様な市民へのサービスが円

滑に提供されて、やはり長期間安定して活用される

施設運営を図る必要があるということで、（１）の

多様な市民ニーズに応える運営から（７）効率的な

運営まで、この７つの基本的な柱を柱としまして、

施設運営のほうをしていきたいというふうな考え

方でございます。 

 具体的には３２ページをご覧ください。基本的に、

この施設、今の考え方ですが、一体的な管理と、や

はり柔軟な運営を図るというふうなことを行うた

めに、指定管理者への委任方式によってお願いした

いというのが基本的な考え方でございます。運営に

つきましては、やはり現在今、直営で運営してる部

分もございますので、そちらの機能は継続しつつ、

その他の機能については指定管理者による運営ま

たは委託というふうな形で運営をするというふう

なことで、利用者への質の高いサービスを提供した

いというふうな考え方で進めていきたいなという

ふうに考えております。 

 全体のスキームのイメージは見ていただいたよ

うな形で、全体を、指定管理者のほうに管理運営の

お願いをして、指定管理の運営の部分に関しては基
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本的には公募みたいな形の中で、運営の部分もお願

いするところの事業者を選定するというような流

れを今、考えています。 

 非常に簡単ですが、整備構想の概要について、説

明は以上でございます。 

○委員長（上田 伴子） 今の説明の中で質疑があれ

ばお願いします。質疑はありませんか。 

 松井委員。 

○委員（松井 正志） 内容については考えておられ

ることで結構かと思うんですけども、管理というか、

条例とか設管条例とか、財産の扱いっていうはどん

な考え方になるんですかね、この施設全体っていう

のは。既に３月の議会で設管条例ができた生涯学習

サロンも同じフロアにあって、あそこは公の施設で、

行政財産で指定管理だということでしたので、同じ

フロアの中に同じようなものが、またここを管理す

る条例ができて、ここを管理する条例ができてって、

全体は行政財産ということになるのかというあた

りが、ちょっとよくイメージとしてわからないので。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） 今の部分ですね、

全体的にはやはり行政財産という形になりますの

で、条例上ももう基本的には一本の条例にできない

かというふうな考え方でおります。ですので、大き

な枠組みの条例を一つつくらせていただいて、その

中に子育ての総合拠点の部分であったりとか生涯

学習サロンとか、そういったものを中に組み増すと

いうか、溶け込ますというふうな形の今、条例を考

えています。 

 ですので、管理部分に関しては、生涯学習サロン

の部分が今３年ですか、で指定管理の分が出されて

おりますので、多分、当面そこの部分まではちょっ

と無理かなとは思うんですが、将来的にはその辺り

も含めて、全体の中で指定管理というふうな形の方

向性もやっぱり考える必要があるかなと思ってお

りまして、どうしてもちょっと生涯学習サロンの部

分が先行でしておりますので、そちらはまず走らせ

て、こちらのほうはそれを全体的なものとして、管

理も含めて、条例も含めて一体的なものに変えるよ

うな、そういうふうな形で変更しようかなというふ

うに考えております。以上です。 

○委員長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） こういう施設が混在すると、

後でいろんな管理がしにくくなるんで、例えば先行

事例を研究されるとか、後で困らないようにしてお

かないと、下手にそのときだけの判断でやると、い

ろんなとこで想定できないような問題出てくると

思いますんで、十分注意されたほうがいいと思いま

すね。 

○委員長（上田 伴子） ほかないですか。 

○委員（青山 憲司） ちょっと、じゃあ。 

○委員長（上田 伴子） 青山委員。 

○委員（青山 憲司）  

 ちょっと１点だけ。今、概算工事費はお聞きした

んですけども、毎年の今のランニングコストとなる

と、どれぐらいの費用がかかってくるのかっていう

のが分かれば教えていただけますか。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） ランニングの部

分なんですけども、大きく言って共益費的なものと

駐車場の駐車場代、それと指定管理という形になっ

た場合、その指定管理料という部分、大きく分けて

この３本柱かなというふうに考えております。指定

管理の部分はどういう形で、どの範囲まででやるの

かということによって指定管理料がちょっと大き

く変わってまいりますので、まだ今のところ、そこ

まで詳細な積算ができていないというふうな状況

です。 

 駐車場の部分ですが、今のところで積算をします

と、まず管理費、要するに共益費的なものになりま

す。丸々１年間という形で試算をした場合、共益費

だけで１，９００万円という形になっています。そ

れと、駐車場代が丸々１年間という形で計算をしま

すと、１，７００万円ほどになりますので、合わせ

ると３，６００万円ぐらいがまずかかるという形に

なります。それにプラスアルファ指定管理という形

になると、そちらの分がプラスされるというふうな

形になります。以上です。 
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○委員長（上田 伴子） いいですか。 

○委員（青山 憲司） はい。 

○委員長（上田 伴子） すみません、私から一つ。

指定管理料は、ここにあります生涯学習サロンの指

定管理料は幾らでしたっけ、ごめんなさい、ちょっ

と忘れちゃったんで。 

○こども育成課参事（吉本  努） すみません、生

涯学習サロンの指定管理料は、ちょっとこちらでは

把握いたしておりません。手元にちょっと資料がな

くて、申し訳ありませんが。（「２００万円ほどじ

ゃなかったか」と呼ぶ者あり） 

○委員長（上田 伴子） それプラス、こっちの指定

管理料が要るようになるということですね。 

○こども育成課参事（吉本  努） 別途、新たに整

備する部分の指定管理の部分がプラスアルファで

必要になるという形になります。 

○委員長（上田 伴子） 何かこう、じゃあ、指定管

理者がそっち側と同じ階で２つ発生すると、まだこ

ちら側の指定管理料については全然何も決まって

いないということでよろしいですか。 

 どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） 今ご質問あった

とおりで、こちらのほうの新たに整備します子育て

支援総合拠点等の指定管理料の部分については、ま

だ積算ができていないという形になりますので、新

たにお願いをするというふうな形になります。以上

です。 

○委員長（上田 伴子） もう１点、指定管理の方は

公募と言われましたっけね。指定管理の管理者につ

いては、どういう方法で選ぶって言われましたっけ、

ごめんなさい、もう一度お願いします。 

 どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） 全体の指定管理

を選ぶ部分には、もちろん公募という方法もありま

すし、ある程度ここというふうな形の中でお願いを

するという方法があるかなと思っておりますが、今

の段階では、どちらの方法でこうしますっていうこ

とまでは決まっていません。今ご説明したのは、そ

の中でも運営のほう、全体の指定管理の分を指定管

理者にお願いするんですが、その中の運営の例えば

一部をお願いをする場合、それは指定管理者の方で

公募というふうな形で、その事業者を選定していた

だいて、そこで運営をしていただくというふうな流

れができないかなというふうな考え方でおります。

以上です。 

○委員長（上田 伴子） その運営していただく指定

管理者は、例えば豊岡市以外の方になる場合もある

わけですね。 

 どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） やはり業務の内

容によっては、例えば市内の事業者さんがそういっ

たものに応募がなくて、ほかの事業者さんが手を挙

げられて、そこが運営上、適正という形で判断した

場合は、そういった可能性はあるかなと思います。

以上です。 

○委員長（上田 伴子） 分かりました。 

○委員（松井 正志） ちょっといいですか。 

○委員長（上田 伴子） 松井委員。 

○委員（松井 正志） 今の話に関連して、例えば豊

岡都市開発っていう会社があるんだから、あそこが

指定管理者になって、全体の指定管理者になって、

そこが個別の運営事業者を募集するような方法っ

てあり得るのかな。そうすればな、市の責任が明確

になるんで、やりたいなという気持ちを持っとるだ

ろうと思うんだけどね。 

○委員長（上田 伴子） どうぞ。 

○こども育成課参事（吉本  努） 今、松井委員の

ほうがおっしゃっていただいた部分で、あそこにあ

ります株式会社のアイティ豊岡都市開発もやっぱ

り指定管理者全体の部分の一つの候補かなという

ふうな形で、検討はもちろん素材としては一つとし

ておりますので、決定ではないんですけど、そちら

のほうも候補者の一つかなというのは内部的には

考えています。以上です。 

○委員長（上田 伴子） ほかはないですか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） よろしいですか。 

 じゃあ、やっぱりいろいろな指定管理者が入り乱
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れてもちょっと大変でしょうし、そこら辺、精査し

てよろしくお願いします。 

 それでは、説明、質疑も終わりました。 

 それでは、ここでこども育成課の皆さんは退席し

ていただいて結構です。ご苦労さまでした。 

○こども育成課参事（吉本  努） すみません。本

日、文教のほうでご説明をさせていただいたという

形になりますので、あとは本日、同じ資料を各議員

さんのほうに配付をさせていただいて、改めてこち

らのほうのご説明をする機会をつくらせていただ

きたいと思っておりますので、その辺り、ご報告と

いいますか、ご了承いただければと思っています。 

 あわせて、議員さんに配付した後に、プレス発表

というか、記者のほうにも構想、一応できましたと

いうことをご説明をさせていただきたいと思って

おりますので、ご了承いただけばと思います。以上

です。 

○委員長（上田 伴子） そういう点では、全議員に

やはり説明いただくほうがいいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

ご苦労さまでした。 

 休憩取ったらいいんですけど、ちょっと時間も押

しておりますので、休憩なしで進めさせてもらいた

いと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、次に、（２）の委員会の重点調査事項

について、別紙１の部分をご覧ください。次のペー

ジですけれども、昨年１１月に決めております重点

調査事項ですけれども、これについてどうでしょう

か。付け加えたりとか削ったりとか、いろいろな意

見がありましたら出してください。 

（「結構だと思います」と呼ぶ者あり） 

 よろしいですか、これで。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

 それでは、従前のとおりの重点調査事項で進めさ

せていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 それでは、（３）の議会選出委員の補充選出につ

いて、別紙２をご覧ください。委員の補充なんです

けれども、関貫委員が退職されましたので、ここの

国保、国民健康保険運営協議会の委員の会長職であ

りました関貫委員の後と、それから豊岡市奨学生選

考委員会委員の委員さんが１人、もう１人補充しな

ければなりませんけれども、昨日ちょっと委員長、

副委員長のほうで候補者を出させてもらいまして、

内諾をいただいておりますので、ちょっと委員長、

副委員長の案を出させてもらいます。 

 国保の運営協議会の会長のほうに伊藤仁委員、そ

れから、奨学生の選考委員会委員に芦田竹彦委員を

お願いしたいかなと思いますが、委員の皆さん、何

か異議がありましたらお願いします。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） よろしいでしょうか。それ

では、お二人の委員の方、よろしくお願いいたしま

す。（「ありがとうございます」「よろしくお願い

します」と呼ぶ者あり） 

 それでは、続きまして、（４）のその他、席次の

指定について、席次の指定が別紙にありますけれど

も、この席次でよろしいでしょうか。（「はい」と

呼ぶ者あり） 

 じゃあ、（４）は終わりまして、これは済んだか

ら、６番、その他、委員の皆さんから何か意見など

がありましたらお願いいたします。何かありません

か。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長（上田 伴子） それでは、以上をもちまし

て文教民生委員会を閉会いたします。お疲れさまで

した。 

午後０時００分閉会 

──────────────────── 


